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1． 一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会（以下，日設連という。）は，冷凍空調設備工事

関連の設計，施工，整備（保守サービス）における，品質の改善，施工の合理化，安全の確

保，法の遵守を図り，併せて公共の福祉の増進に寄与することを目的として，“業務用冷凍空

調設備フロン類充塡ガイドライン”を制定し，かつ，これを発行する。 

 

2． このガイドラインは，日設連内の関係委員会（必要に応じて当連合会外部から関係専門家が

参加）で原案を作成し，関係委員会の審議，総務委員会の審議及び理事会の承認を得た後，

発行される。 

 

3． 日設連は，充塡の基準が適用される関連工事などが，安全性，品質，性能等の基準を定めた

法規，関連基準等に準拠して設計，施工，整備（保守サービス）が行われるよう勧奨する。 

 

4． 関連工事などにこのガイドラインが引用され又は記載されることがあっても，当該工事等が

日設連によって承認されたものではない。 

 

5． 日設連は，関連工事などがたとえこのガイドラインに基づいて設計，施工，整備（保守サー

ビス）されたとしても，その安全性，品質，性能などについて，いかなる保証及び責任も負

わない。 
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まえがき 

 

この業務用冷凍空調設備フロン類充塡ガイドライン（以下、充塡ガイドラインという。）は，

一般社団法人日本冷凍空調設備工業会連合（以下，日設連という。）に設置した“フロン類の充塡

に係る検討会”での検討を経て，日設連理事会の承認により制定発行したものである。 

日設連では，永年に亘り“高圧ガス取締法”及び“高圧ガス保安法”の下で，高圧ガス販売許可

（分注）・届及び適格資格者による冷凍設備への冷媒充塡を業とし，適切な運転性能の維持・保安

の確保に努めている。 

さらに平成 27 年 4 月に施行された第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）に係る“フロン類の

使用の合理化及び管理の適正化に関する法律”（以下，フロン排出抑制法という。）により，冷媒

フロン類の充塡・回収を行う事業者の事業所登録制度を規定整備した。フロンの回収作業は従前

通りだが，充塡では自己認証フロン回収装置を用いて「高圧ガス保安法」の適用除外を適用，知

見を有する資格者が行う又は立ち会うとしている。 

一方，平成 28 年 11 月には，高圧ガス保安法の政省令，告示及び運用の手引き等が改正され，

現場での対応に課題が残されていた高圧ガス保安法の対象となるフロン類（以下，高圧フロン類

という。特定不活性ガスを含む。）の冷凍空調機器への充塡作業について，高圧ガス保安法の適用

除外の範囲が追加された。 

これに伴い，日設連ではこの政省令等の改正を受けて，冷凍空調設備へ高圧フロン類を充塡す

る場合における自主保安体制の確立の立場から，より実効性のある“充塡ガイドライン”を作成

した。これは，業務用冷凍空調設備に係る高圧ガス保安法及びフロン排出抑制法の諸規定の遵守

及び適切な運転の確保，安全等の管理の適正化を一層指向したものである。 

なお，この充塡ガイドラインは，著作権法で保護対象となっている著作物である。この充塡ガ

イドラインの一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願

公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。日設連は，このよう

な技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録

出願にかかわる確認について，責任を持たない。 

平成 29 年 5 月 18 日 
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日本冷凍空調設備工業連合会 
 

業務用冷凍空調設備  

フロン類充塡ガイドライン  

 
1. 適用範囲 

この業務用冷凍空調設備フロン類充塡ガイドライン（以下，充塡ガイドラインという。）は，日

本国内に設置される業務用冷凍空調設備へ，高圧ガス保安法の適用を受ける不活性なフロン類（高

圧ガス保安法一般則及び冷凍則で定める特定不活性ガスを含む。）（以下，高圧フロン類という。）

を充塡する時の要求事項を定めたものである。 

充塡業務に関わる事業者，充塡作業を行う技術者，充塡作業に使用する充塡設備及び充塡作業

手順に関する要求事項を示すものである。 

 

2. 引用規格 

次に掲げる規格は，この充塡ガイドラインに引用されることによって，この充塡ガイドライン

の一部を構成する。これらの引用規格はその最新版を適用する。 

JRC GL-01 業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン（日設連） 

JRA GL-14 冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン（日冷工） 

JIS B 8629 フルオロカーボン冷媒回収装置 ガス圧縮方式 

JRA4075 フルオロカーボン冷媒回収装置 ガス圧縮方式 

JIS Z 2329 発泡漏れ試験方法 

業務用冷凍空調機器 冷媒フロン類取扱技術者制度規程（日設連，JRECO） 

 

3. 用語及び定義 

この充塡ガイドラインで用いる主な用語及び定義は次による。 

3.1  

高圧ガス 

高圧ガス保安法の対象ガス。 

3.2  

フロン類 

CFC（クロロフルオロカーボン），HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン），HFC（ハイドロ

フルオロカーボン）冷媒をいい，フロン排出抑制法の対象冷媒である。 

3.3  

特定不活性ガス 

冷凍保安規則第 2 条及び一般高圧ガス保安規則第 2 条で定める特定不活性ガスで，R32，R1234yf

及び R1234ze をいう。 

3.4  

高圧フロン類 

不活性なフロン類及び特定不活性ガスのうち高圧ガス保安法の適用を受けるもの。 
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3.5  

冷凍空調設備 

高圧フロン類を冷媒として使用している機器。 

3.6  

対象施設 

高圧フロン類を冷媒として充塡の対象となる冷凍空調施設。 

3.7  

充塡設備 

冷凍空調設備へ高圧フロン類を充塡する場合，高圧フロン類が充塡されている容器と冷凍空調

設備の間に接続する機器類をいう。すなわち，ゲージマニホールド，チャージングホース，バル

ブ等がこれになり，冷凍空調設備及び高圧フロン類が充塡されている容器は含まない。 

3.8  

冷媒漏えい防止ガイドライン 

日冷工による“業務用冷凍空調機器冷媒漏えい防止ガイドライン JRA GL-14”を指す。 

3.9  

漏えい点検・修理ガイドライン 

日設連による“業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン JRC GL-01”

を指す。 

3.10  

推奨ゲージマニホールド 

このガイドラインの JRC GL-02 附属書 C“推奨ゲージマニホールドの管理基準”に規定するゲー

ジマニホールドであり，マニホールド本体，ゲージ，チャージングホース，バルブ等を含む。 

3.11  

冷媒系統 

冷凍空調設備内部（圧縮機，圧力容器，熱交換器，機能部品及び接続配管）と外部の冷装部品

及び接続配管で冷媒の通過する部分を総称する。 

3.12  

設置 

冷凍空調設備の現場据付，組立，冷媒配管及び電源設備等を施工して運転できる状態にすること。 

3.13  

一体形 

冷凍空調設備の設置形態で，圧縮機，熱交換器等の冷媒系統をあらかじめ工場で一体に組み立

て現地に設置する設備。 

3.14  

現地施工形 

冷凍空調設備の設置形態で，冷媒系統の分割設置・現地接続を行う設備。 

3.15  

初期充塡量 

冷凍空調設備が所定の機能を発揮するために，メーカ等により推奨された冷媒量であって，冷

媒系統単位の冷媒封入量（kg）。工場出荷時の充塡量と設置現場において追加充塡された充塡量



3 

JRC GL-02:2017 

 

 

の合算値。 

3.16  

充塡量の CO２換算値 

充塡冷媒量(kg)にその冷媒の GWP 値（フロン排出抑制法の告示に示す値とする。）を乗じた値

で単位は kg になるが，通常，この値を 1,000 で除した値 t（トン）で，単位は[t-CO2]となる。 

3.17  

整備 

冷凍空調設備の修理作業，定期的な設備の分解整備，保守サービス。 

3.18  

移設 

既設の冷凍空調設備を再使用目的で，別の場所に設置すること。 

3.19  

システム漏えい点検 

間接法又は直接法による漏えい点検に先立って行う目視，聴覚による冷媒系統全体の外観漏え

い点検。JRC GL-01 附属書 A“システム漏えい点検の判断基準”に規定されている。 

3.20  

間接法による漏えい点検 

運転診断による点検であって，運転中の各部の状態値（温度，圧力，電流，電圧など）から，

もれの有無を判断する。JRC GL-01 附属書 D“定期点検の手順”に規定されている。 

3.21  

直接法による漏えい点検 

漏えい箇所を特定するための点検であって，発泡液，電子ガス検知装置，蛍光剤による検知等

をいう。JRC GL-01 附属書 B“直接法による漏えい点検”に規定されている。 

3.22  

システム漏えい試験 

冷凍空調設備の設置，整備，移設時に必要に応じて行う漏えい試験であって，窒素ガスによる

加圧漏えい試験，気密試験，真空検査の総称で，JRC GL-01 附属書 C“加圧漏えい試験・真空検査

（真空乾燥）”に規定されている。 

3.23  

定期点検 

定期点検は，第一種特定製品のうち，圧縮機に用いられる電動機（GHP の場合は，エンジン出

力）の定格出力が 7.5kW 以上のものを対象とする定期漏えい点検で，フロン排出抑制法で規定さ

れている義務。JRC GL-01 附属書 D“定期点検の手順”に規定されている。 

3.24  

ポンプダウン 

室内機及び室内外接続配管に残留している低圧側の冷媒を高圧側室外機に液回収する操作であ

って，液側のバルブを閉鎖し，短時間冷房運転，又は強制冷房運転して行う作業。 

3.25  

暖機運転 

長期間停止していた機器の修理を行う場合などに行う短時間運転であって，冷えている装置を
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温めることにより効率よく回収することができる。 

3.26  

気密試験 

不活性ガスで圧力を加えて行う法に基づく漏えい試験。 

3.27  

再利用冷媒 

修理を行うため一時的に回収し修理後に再び同じ機器に再封入する冷媒。 

3.28  

冷媒フロン類取扱技術者 

（一社）日本冷凍空調設備工業連合会又は（一財）日本冷媒・環境保全機構により認定された

冷媒フロン類取扱技術者の資格を有するもの。 

3.29  

事業者 

対象機器の設置，漏えい点検，整備，移設，充塡，回収に係わる業者。 

3.30  

第一種フロン類充塡回収業者 

充塡・回収作業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた業者。 

3.31  

JRECO 

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構の略称。 

3.32  

RRC 

冷媒回収推進・技術センターの略称 

3.33  

日冷工 

一般社団法人 日本冷凍空調工業会の略称。 

3.34  

日設連 

一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会の略称。 

3.35  

冷媒フロン類取扱技術者制度規程 

日設連及び JRECO による“冷媒フロン類取扱技術者制度規程”を指す。 

3.36  

フロン排出抑制法 

“特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律”の一部を改正する法律（平

成 25 年 6 月 12 日法律第 39 号）による改正後の“フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関

する法律”の略称。  
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4. 高圧フロン類を充塡する事業所に関する要求事項 

冷凍空調設備へ高圧フロン類を充塡する作業（以下，充塡作業という。）を行う事業所は，以下

に示す要求事項を遵守しなければならない。 

➢ 高圧ガス販売事業の届出（高圧ガス保安法） 

➢ 第一種フロン類充塡回収業者の登録（フロン排出抑制法） 

➢ 第二種高圧ガス製造事業の届出（高圧ガス保安法） 

➢ 貯蔵施設の要求事項（高圧ガス保安法） 

➢ 高圧フロン類の移動の要求事項（高圧ガス保安法） 

4.1 高圧ガス販売事業の届出（高圧ガス保安法第 20 条の４） 

冷凍空調機器へ高圧フロン類を充塡しその高圧フロン類を販売する事業者又は高圧フロン類が

工場出荷時に充塡されている冷凍空調設備を販売する事業者は，高圧ガス保安法では，“高圧ガス

の販売の事業を行う者”であることから，販売所（事業所）ごとに所在地を管轄する都道府県知

事に，事業開始の日の 20 日前までに，JRC-GL-02 附属書 A.1“高圧ガス販売事業の届出”に示す

高圧ガス販売事業の届出をしなければならない。この届出は高圧フロン類を販売する事業者にと

って必須のものである。 

販売に際しては，販売記録簿にフロン類の授受を記録しなければならない。 

なお，回収装置を使用しての充塡は高圧ガス保安法の適用除外になっている。しかし，通常回

収装置を使用しての充塡は他冷媒や他冷凍機油のコンタミによる故障・不具合を防ぐためにも原

則行うべきでない。 

また，容器に充塡された高圧フロン類を販売する場合は，貯蔵するための施設及び販売の方法

が，高圧ガス保安法に規定されている販売の技術上の基準に適合しなければならない。 

4.2 第一種フロン類充塡回収業者の登録（フロン排出抑制法第 27 条） 

冷凍空調設備の設置時，整備時又は廃棄時にフロン類の充塡又は回収を行おうとする者は，事

業所ごとに，充塡又は回収を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に，JRC-GL-02 附属書

A.2“第一種フロン類充塡回収業者の登録”に示すような登録を受けなければならない。 

例えば，東京都に事務所があり東京都，神奈川県及び埼玉県で充塡又は回収業務を行う場合に

は，それぞれの知事の登録を受ける必要がある。この届出は高圧フロン類を充塡又は回収を行う

事業所にとって必須のものである。 

4.3 第二種高圧ガス製造事業の届出（高圧ガス保安法第 5 条第 2 項第 1 号） 

a)  高圧ガスの製造（冷凍設備を除く）の規制対象となる行為 

高圧ガスの製造の“運用及び解釈”においては，次の場合が高圧ガスの製造に該当する。 

① 高圧ガスでないガスを高圧ガスにすること。 

② 高圧ガスの圧力を更に上昇させること。 

③ 高圧ガスを当該高圧ガスよりも低い高圧ガスにすること。 

④ 気体を高圧ガスである液化ガスにすること。 

⑤ 液化ガスを気化させ高圧ガスにすること。 

⑥ 高圧ガスを容器に充塡すること 

高圧ガスの状態を人為的に生成することは，高圧ガスの製造に該当する。この場合処理設備の

能力が 100 ㎥／日（不活性ガスの場合は 300 ㎥／日）以上のものである場合には，第１項第１号

に規定する高圧ガスの製造となり，許可の対象となる。 
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図 2 容器間の移充塡 

 
図 3 簡易蒸留再生 

また，100 ㎥／日未満の製造の事業を行う者は，これらの事業を開始する 20 日前までに，第二

種高圧ガス製造事業の届出を，都道府県知事に出さなければならない。 

高圧フロン類に対して以下の行為を行うことは，高圧ガスの製造行為となる。これらの行為を

反復して行う場合は，処理量 0 であるが，第二種高圧ガス製造事業となり，届出の対象となる。 

1)  JRC-GL-02 附属書 B“充塡設備の基準”に規定する要

求事項を満たさない充塡設備を使用して冷凍空調設備

へ高圧フロン類を充塡すること。 

➢ 充塡設備となるゲージマニホールド（本体，ゲージ，

チャージングホースを含む。）に内容積が，附属書 B

表 B.1 に示す許容容積以上の場合 

➢ 充塡する冷媒が，不活性なフルオロカーボン（特定

不活性ガスを含む。）及び二酸化炭素以外の場合 

2)  容器から容器へ回収装置等を使って高圧フロン類を移

充塡すること。 

3)  簡易再生装置を使って回収した高圧フロン類の再生を行うこと。 

4)  冷凍空調設備からの高圧フロン類の回収作業において，回収装置専用容器以外へ充塡するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，フロン排出抑制法では，回収フロン類の移充塡（回収したフロン類を充塡した容器から

他の容器への詰め替えを行うこと。）をみだりに行わないことと規定されている。ここでいう，み

だりに行わないとは，不必要に行わないことであって，輸送効率向上等のため行われる中継点（省

令 49 条業者等）における移充塡などは，これに該当しない。 

4.4 貯蔵施設の要求事項（高圧ガス保安法第 16 条，令第 5 条，法第 17 条の 2） 

冷凍空調設備業者の事業所のように，1.5kg を超え 3 トン未満の範囲で高圧フロン類を貯蔵して

いる場合は届出の必要はないが，JRC-GL-02 附属書 A の“貯蔵の方法の技術上の基準”に適合する

よう維持管理しなければならない。 

4.5 高圧フロン類の移動時の要求事項（高圧ガス保安法第 23 条，一般則第 48，50 条） 

高圧フロン類を車両等で移動するには，その容器について，次のような省令で定める保安上必

要な措置を講じなければなりません。 

ただし，容器の内容積が 25ℓ 以下であり積載容器の内容積の合計が 50ℓ 以下である場合は，a)，

f)，g) はこの限りでない。 

a) 充塡容器等を積載する車両は，見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない。警戒標は次

のように定められている。 

図 1 高圧フロン類の充塡 
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図 5 技術基準適合 

 
図 4 警戒標 

図 6 イエローカードの例 

位 置：車両の前方及び後方から明瞭に見える場所 

大きさ：長方形の場合 横寸法を車両の 30％以上、縦寸法を横寸法の 20％以上 

正方形の場合 面積を 600cm2 以上 

色 ：黒地に、JIS K 5673「安全色彩用蛍光塗料」の蛍光黄に

よるもので「高圧ガス」と記載したものを標準とする。 

b) トラック等に積載する充塡容器等には，転倒，転落等による衝撃及びバルブの損傷を防止す

る措置を講じ，かつ，粗暴な取り扱いをしてはならない。 

c) 充塡容器等は，その温度を常に 40℃以下に保たなければならない。 

d) 充塡容器等と消防法第 2 条第 7 項に規定する危険物と

の混載は行わない。 

e) 充塡容器等は，荷くずれ，転落，転倒，車両の追突等

による衝撃及びバルブの損傷等を防止するため，原則

として車両の荷台の前方に寄せ，ロープ，ワイヤロー

プ，荷締め器，ネット等を使用して確実に緊縛する。 

f) 駐車するときは，当該充塡容器等の積みおろしを行う時を除き，学校・病院等の第一種保安

物件の周辺及び第二種保安物件（住居）が密集する地域を避け，かつ，交通量が少ない安全

な場所を選ぶこと。また，駐車中，運転者は，食事その他やむを得ない場合を除き，当該車

両を離れないこと。 

g) 特定不活性ガスの高圧ガスを移動するときは，図３に示すようなガスの名称，性状，及び移

動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面（イエローカード等）を運転者に交

付し，移動中携帯させる。また，消火設備並びに災害防止のための応急措置に必要な資材及

び工具を携帯する。また，特定不活性ガス以外の不活性な高圧フロン類を酸素やアセチレン

等と混載する場合も同様とする。 
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5. 高圧フロン類の充塡作業実施者に関する要求事項（フロン排出抑制法第 37 条） 

（施行規則第 14 条 9 号，充塡回収業者に関する運用の手引き 4 章の 3 充塡の基準） 

充塡作業を実施する作業者は，“業務用冷凍空調機器冷媒フロン類取扱技術者制度規程”に定め

る冷媒フロン類取扱技術者の資格を有し，かつ，充塡作業を自ら行い又は立ち会うこと。 

なお，第二種冷媒フロン類取扱技術者の資格の場合の適用範囲は，圧縮機定格出力が空調設備

では 25kW 未満，冷凍冷蔵設備では 15kW 未満とする。 

 

6. 冷凍空調設備の漏えい点検に関する要求事項 

充塡作業を行う前には，JRC GL-01 附属書 E“定期点検の手順”に従って点検・試験を行い，

冷凍空調設備に漏えいがないことを確認しなければならない。 

なお，以下に点検・試験の要求事項を以下に示す。 

6.1 システム漏えい点検 

システム漏えい点検は，間接法及び直接法点検に先立って行う目視による冷媒系統全体の外観

点検であり，判断基準は，JRC GL-01 附属書 A“システム漏えい点検の判断基準”による。 

6.2 直接法による漏えい点検 

直接法は，漏えい箇所を特定するためのピンポイントの点検であって，点検方法は，JRC GL-01

附属書 B“直接法による漏えい点検”による。 

6.3 間接法による漏えい点検 

間接法は，漏えいの有無を判断するための点検であって，機器の稼働中に行うものである。点

検方法は，JRC GL-01 附属書 D“間接法による漏えい点検”による。 

6.4 システム漏えい試験 

冷凍空調設備の漏えい修理，設置，整備，移設時に行う漏えい試験で，不活性ガスによる加圧

漏えい試験，気密試験並びに真空試験をいう。加圧漏えい試験並びに真空検査の手順は，JRC 

GL-01 附属書 C“加圧漏えい試験・真空検査（真空乾燥）”による。 

 

7. 充塡作業に用いる設備等に関する要求事項 

7.1 充塡設備の要求事項 

充塡作業に使用する充塡設備（ゲージマニホールド等）は，JRC-GL-02 附属書 B“充塡設備の

基準”に規定する要求事項を満足すること。 

7.2 充塡作業に使用するゲージマニホールドの管理に関する要求事項 

充塡作業に使用するゲージマニホールドは，JRC-GL-02 附属書 C“推奨ゲージマニホールドの

管理基準”に規定する要求事項を満足すること。 

7.3 真空ポンプの管理に関する要求事項 

冷凍空調設備の設置又は修理後行う気密試験・真空試験に用いる真空ポンプは，JRC-GL-02 附

属書 D“真空ポンプの管理基準”に規定する要求事項を満足すること。 

7.4 デジタルスケールの管理に関する要求事項 

充塡作業に用いるデジタルスケールは，JRC-GL-02 附属書 E“デジタルスケールの管理基準”

に規定する要求事項を満足すること。 
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8. 冷凍空調設備への高圧フロン類の充塡作業手順に関する要求事項 

充塡作業は，JRC GL-02 附属書 A.2“第一種フロン類充填回収業者の登録”を受けている事業

者が JRC GL-01 附属書 G“冷媒充塡の作業手順”に従って行うこと。 

8.1 充塡作業前の漏えい点検 

設置又は修理後には，JRC GL-01 附属書 C“加圧漏えい試験・真空検査（真空乾燥）”による

漏えい検査を実施し，漏えいがないことを確認してから，高圧フロン類を充塡すること。 

8.2 充塡作業の手順 

a)  充塡作業は対象設備の製造者（メーカ）が定める手順又は JRC GL-01 附属書 G“冷媒充塡の

作業手順”に従って冷媒フロン類取扱技術者の資格を保有する者が自ら行い又は作業に立ち

会うこと。 

b)  充塡作業に使用する充塡設備は，JRC-GL-02附属書 C“推奨ゲージマニホールドの管理基準”

を満足するものを使用すること。 

c)  充塡作業に使用する充塡設備等は，事前に異常がないことを確認する。 

1) 冷媒容器（ボンベ）内の冷媒の種類（対象施設と同じ冷媒） 

2) 推奨ゲージマニホールド 

3) チャージ用口金 

4) 真空ポンプ（逆止弁付き） 

5) 冷媒計量用のデジタルスケール 

6) 接合部の漏えいがないこと 

d)  高圧フロン類充塡量は，漏えい点検記録簿等により冷媒の種類，適正充塡量等確認し，充塡

する。特に過充塡にならないことを確認する。 

e)  充塡作業終了後，冷凍空調設備のポート部など全てにキャップを取り付ける。 

f)  運転再開後，漏れがないことを確認する。 

g)  整備時の回収量及び充塡量等の記録事項を管理者に報告し，管理者が保管する漏えい点検記

録簿に記録させる。 
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JRC GL-02 附属書 A 

フロン類取扱関連の各種届出 

A.1 高圧ガス販売事業の届出（高圧ガス保安法第 20条） 

A 1.1 高圧ガス販売事業の届出に関する手続き 

高圧ガスの販売の事業（以下に示す a）～d)いずれかの事業形態）を営もうとする者は，販売所

（事業所）ごとに，販売所の所在地を管轄する都道府県知事に，事業開始の 20 日前までに高圧ガ

ス販売事業の届出をしなければならない。 

a)  修理やサービスのため，機器に冷媒を充塡して代金を得る場合（ルームエアコンを含み少量

の冷媒販売を含む。） 

b)  パッケージエアコンなど冷凍装置内にすてに高圧フロン類等の冷媒が封入され，かつ，法定

冷凍能力 20 トン以上（フルオロカーボン・アンモニアの場合 50 トン以上）の機器・冷凍装

置（ユニット型の如何にかかわらず）を販売する場合 

c)  容器（ボンベ）に充塡されている冷媒を，容器により販売する場合 

d)  高圧フロンガスの現品を扱わず，帳簿上だけの帳簿販売をする場合 

A 1.2 提出書類の例 

提出書類・書式は，都道府県により異なる場合があるので事前に問い合わせること。 

 

表 A.1 高圧ガス販売事業届に必要な書類例（注３） 

（注１）提出部数計 2 部の内訳は，原本 1 部，複写 1 部とする。 

（注２）一般則第 72 条による，販売所の区分（販売するガスの種類）ごとに，指定されたガスの種類

の 6 か月以上の経過を有するものの製造保安責任者免状又は販売主任者免状の写しを添付す

る。 

（注３）2，3，4，5，7 及び 8 は，都道府県によって異なる。 

  

 
提出書類 

（各 2 部提出） 
備考 

1 高圧ガス販売事業届書 

（一般）冷凍機補充用冷媒ガスの販売 

容器による販売 

（冷凍）冷媒ガスの封入された冷凍設備の販売 

2 高圧ガス販売計画書 高圧ガス販売計画書例で作成 

3 登記簿謄本      （注 1） 法人の場合で、本社所在地の法務局発行 

4 住民票        （注 1） 個人の場合 

5 保安台帳・容器受入簿様式見本 保安台帳・容器受入簿様式見本通りを添える。 

6 委任状 
申請者が代表権のない支店長・工場長等の場合， 

代表権のあるものの委任状が必要。 

7 高圧ガス販売主任者届書（注 2） 
アンモニア等主任者が必要場ガスを販売する場合。 

（法第 28 条第 1 項，一般則第 74 条） 

8 その他 都道府県によって要求される書類 
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図 A.1 高圧ガス販売事業届書例 図 A.2 高圧ガス販売事業計画書例 

図 A.3 高圧ガス販売主任者届書例 

図 A.4 保安台帳・容器受入簿様式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.3 貯蔵所のある販売所の届出等（高圧ガス保安法） 

一定規模以上の高圧ガスの貯蔵は，貯蔵所として許可又は届が必要となる。液化ガスの場合は，

液化ガス 10 ㎏を容積 1 ㎥と見なす。冷凍空調設備業者の場合は，d）の対象となる場合が一般的

である。 

a) 3000 ㎥（フロン類の場合 30 トン）を超える場合（高圧ガス保安法第 15 条，16 条） 

第一種貯蔵所の許可の対象となる。 

b) 貯蔵所が 300 ㎥（フロン類の場合 3 トン）以上 3000 ㎥以下の場合（高圧ガス保安法第 15 条，

第 17 条の 2） 

第二種貯蔵所の届出の対象となる。 
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c) 貯蔵所が 0.15 ㎥（フロン類の場合 1.5kg）以下の場合 

貯蔵の方法の技術上の基準の適用除外となる。 

d) 貯蔵所が 0.15 ㎥を超え 300 ㎥未満の場合（フロン類の場合 1.5 ㎏を超え 3 トン未満） 

このような事業所は届出の必要はないが，以下のような“貯蔵の方法の技術上の基準”が適用

される。（高圧ガス保安法第 15 条） 

貯蔵の方法の技術上の基準 

1) 充塡容器等は，充塡容器及び残ガス容器（充塡可能量の 1／2 以下）にそれぞれ区分して

容器置き場に置くこと。 

2) 容器置き場には，計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。 

3) 充塡容器等は，常に温度 40℃以下に保つこと。 

4) 充塡容器等には転落，転倒，による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ，かつ，

粗暴な取扱をしないこと。 

5) 特定不活性ガスの容器置き場には，その規模に応じ，適切な消火設備を適切な箇所に設け

ること。 

 

A.2 第一種フロン類充塡回収業者の登録（フロン排出抑制法第 27条） 

A 2.1 第一種フロン類充塡回収業者の登録が必要な者（フロン排出抑制法 施行規則第 8条） 

充塡回収業を行おうとする次に示す者は，その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知

事の登録を受けなければならない。 

a)  フロン類の充塡回収業を行おうとする者 

b)  管理者，整備者，廃棄等実施者が自ら管理又は整備する第一種特定製品について，フロン類

の充塡・回収を行う場合も含まれる。すなわち，例外措置は規定していない。 

c)  登録先は，その業を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとに登録を受けなければならな

い。例えば，A 県の業者が，A 県以外にＢ県でも充塡又は回収を行う場合には，A 県と B 県

の両方で登録を受ける必要がある。 

A 2.2 提出書類の例 

a)  第一種フロン類充塡回収業者登録申請書（様式１） 

b)  登記事項証明書（個人の場合は住民票） 

c)  フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類 

自ら所有していない場合は，借用契約書，共同使用規程書，管理要領書等のうち，いずれか

の写し 

d)  フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 

e)  申請者が法に定める欠格要件に該当しないことを証する書面 

f)  その他（都道府県によって異なる） 
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A.3 第二種高圧ガス製造事業の届出（高圧ガス保安法第 5 条第 2 項第 1 号，一般則第 4 条） 

A 3.1 第二種高圧ガス製造事業の届書に関する手続き 

冷凍空調設備から回収したフロンを事業所内で次のような作業（高圧ガスの製造）を行う場合

は，第二種高圧ガス製造事業の届出を都道府県知事に事業を開始する 20 日前までにしなければな

らない。 

a)  回収装置専用容器以外の容器への充塡 

b)  回収装置を使用した充塡容器間の移充塡（プッシュプル方式を含む。） 

c)  回収装置を使用した簡易蒸留再生 

上記のような場合は回収装置を使用しても高圧ガス保安法の適用除外にならないので，あらか

じめ各都道府県知事に第二種製造事業届を提出しておく必要がある。（回収装置の処理量は 0 とみ

なされる。） 

A 3.2 提出書類の例 

a)  高圧ガス製造事業届 

b)  登記簿謄本 

c)  誓約書 

d)  高圧ガス製造計画書 

e)  容器置場の概要 

f)  容器置場の構造の詳細を示す図面 

g)  容器置場の位置の状況を示す図面 

h)  容器置場の付近の状況を示す図面 

i)  容器置場の賃借の事実を証する書面 

j)  その他（都道府県によって異なる） 

 

図 A.6 誓約書例 図 A.5 第一種フロン類充塡回収業者登録申請書例 

裏 
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図 A.7 高圧ガス製造事業届例 図 A.8 高圧ガス製造計画書例 

図 A.9 高圧ガス製造施設等明細書例 
裏面 
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JRC GL-02 附属書 B 

充塡設備の基準 

B.1 充塡設備の範囲 

充塡設備の範囲は，冷媒充塡容器のバルブ出口より冷凍空調設備のチャージ口までの範囲をい

う。 

例えば，図 B.1 に示すような，ゲージマニホールドを充塡設備として使用する場合は，3 本のチ

ャージングホース，ゲージマニホールド本体（ゲージ，バルブ等を含む。）が充塡設備である。冷

媒充塡容器及び冷凍空調設備は，充塡設備には含まれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 充塡設備が適用除外になる許容容積 

ガス量，ガス種，使用条件，設備の構造等から災害のおそれのない高圧ガスとして高圧ガス保

安法の適用除外とするものについて，ガスの容積が標準状態（0℃，1 気圧）で 0.15 ㎥（150ℓ）以

下のもののうち、下記に示すような充塡設備内の高圧ガスが適用除外となった。（高圧ガス保安法 

運用及び解釈（内規）告示 139 号第 4 条の 2 関係（3）） 

a)  冷凍空調設備へ高圧フロン類を充塡するための設備内における高圧ガスであって，二酸化炭

素，不活性なフルオロカーボン，特定不活性ガス（R32，R1234yf，R1234ze）であること。 

（高圧ガス保安法 施行令第 2 条第 3 項第 9 号，告示 139 号第 4 条の 2 の 6 号） 

b)  冷凍設備へ高圧フロン類を充塡するための設備とは，ゲージマニホールド，減圧弁，バルブ，

ホース等の設備をいう。 

c)  高圧ガスを充塡するための設備は，冷媒容器出口から冷凍空調設備のチャージ口までをいい，

その許容体積は，高圧ガスを充塡するための設備に液冷媒が満充塡されたものを標準状態に

換算して決まる。冷媒ごとに計算すると表 B.1 のようになる。 

  

図 B.1 充塡設備例 
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表 B.1 主な冷媒の標準状態 150ℓ の冷媒重量・液冷媒許容容積・銅パイプの許容長さ（1） 

 

表 B.1 主な冷媒の標準状態 150ℓ の冷媒重量・液冷媒許容容積・銅パイプの許容長さ（2） 

1/4の銅パイプは、外径6.35mm、肉厚0.8mm、0.0177[ℓ/m] 

3/8の銅パイプは、外径9.52mm、肉厚0.8mm、0.0492[ℓ/m] 

 

＊１ 分子量の数値は，ISO5149-1:2014，ASHRAE34-2013又はADDENDAによる。 

＊２ 0℃の液比容積の数値は，以下の資料を引用している 

   ① 冷媒回収処理技術 平成26年9月1日第8版 資料編「6．飽和温度と飽和圧力表」 

     発行：（一財）日本冷媒・環境保全機構 冷媒回収推進・技術センター（略称：RRC） 

   ② R32，R1234yf，R1234zeの数値は，Refprop V9.1からのデータを引用。 

   ③ R407F，R448A，R450Aの数値は，ﾊﾈｳｴﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）からのデータを引用。 

   ④ R449A，R452A，R513A の数値は，三井・デュポン フロロケミカル（株）からのデータを引用。 

 

なお，市販のゲージマニホールドで太さ 1/4 インチ，約 1mのチャージングホース 3本のもので，

約 0.06ℓであり，高圧ガス保安法の適用除外となる。 

大口径のゲージマニホールドを使用する場合は，メーカに内容積を確認の上，表 B.1 の“0℃の

液冷媒の許容容積[ℓ]”の値と比較して判断すること。 

  

冷媒の種類 R22 R134a R407C R404A R410A R32 R12 R502 

分子量[ｇ/mol] 86.5 102 86.2 97.6 72.6 52 120.9 111.6 

標準状態で 150ℓ になる冷媒量[㎏] 0.5792  0.6830  0.5772  0.6536  0.4862  0.3482  0.8096  0.7473  

0℃の液比容積[ℓ/㎏] 0.7804  0.7731  0.8100  0.8700  0.8500  0.9476  0.7165  0.7558  

0℃の液冷媒の許容容積[ℓ] 0.4520  0.5281  0.4676  0.5686  0.4132  0.3300  0.5801  0.5648  

1/4 の銅パイプの許容長さ[m] 25.52  29.81  26.40  32.10  23.33  18.63  32.75  31.89  

3/8 の銅パイプの許容長さ[m] 9.18  10.72  9.50  11.55  8.39  6.70  11.78  11.47  

冷媒の種類 R1234yf R1234ze R407F R448A R450A R449A R452A R513A 

分子量[ｇ/mol]＊１ 114 114 82.1 86.3 108.7 87.2 103.5 108.4 

標準状態で 150ℓ になる冷媒量[㎏] 0.7634  0.7634  0.5498  0.5779  0.7279  0.5839  0.6931  0.7259  

0℃の液比容積[ℓ/㎏]＊２ 0.8501  0.8064  0.8209  0.8350  0.7939  0.8350  0.8050  0.7940  

0℃の液冷媒の許容容積[ℓ] 0.6490  0.6156  0.4513  0.4825  0.5779  0.4876  0.5579  0.5764  

1/4 の銅パイプの許容長さ[m] 36.64  34.76  25.48  27.24  32.63  27.53  31.50  32.54  

3/8 の銅パイプの許容長さ[m] 13.18  12.50  9.17  9.80  11.74  9.90  11.33  11.71  
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JRC GL-02 附属書 C 

推奨ゲージマニホールドの管理基準 

C.1 推奨ゲージマニホールド 

日設連が推奨するゲージマニホールドをいい，以下に示す要求事項を満足すること。 

C.2 推奨ゲージマニホールドに関する要求事項 

a)  推奨ゲージマニホールド（マニホールド本体，ゲージ，チャージングホース，バルブ等を含

む。）の内容積は，JRC-GL-02 附属書 B“充塡設備の基準”の表 B.1 に示す許容容積以下とす

る。ただし，許容容積は，冷媒の種類による。 

b)  推奨ゲージマニホールドは，JIC B 8629 7.2 に規定するものであること。すなわち，JIS B 8629

附属書 1（規定）“フルオロカーボン冷媒回収装置の設計圧力”に示すの 2 倍の圧力で降伏を

起こさない肉厚を持ち，かつ，この設計圧力の 4 倍用の圧力で行う加圧試験において破壊を

生じないものでなければならない。ただし，圧力ゲージは除く。 

c)  推奨ゲージマニホールドの製造業者又は輸入業者は，上記 a)及びｂ)の要求事項を満足するこ

とを証明する試験を実施し，製造業者又は輸入業者による自己認証を実施した製品であるこ

と。 

C.3 推奨ゲージマニホールドの管理 

a)  冷媒フロン類取扱技術者は，本体，チャージングホース，O リング，圧力ゲージ，接続ネジ

部等にヒビ，割れ，劣化又はナットやハンドルの緩みがないかを使用開始前に点検し，不備

が発見されたときは，速やかに部品交換を行ってから使用する。 

b)  冷媒の圧力を掛けた状態で，電子式漏えい検知器（5g/年以上の感度のあるもの）により漏え

いがないことを確認してから使用する。 

c)  定期的に以下の“推奨ゲージマニホールドの点検方法”に従って点検を行う。 

C.4 推奨ゲージマニホールドの点検方法 

C.4.1 ゲージの 0 点チェック 

a)  ゲージマニホールドのサイドボードに

真空ゲージを接続し，Lo 及び Hi バルブ

を開く。 

b)  真空ゲージ，Lo 及び Hi ゲージの指針が

大気圧で“0MPa”であることを確認す

る。 

c)  指針が“0MPa”でない場合は，C.1.2

の“ゲージの 0 点調整作業”に従って

調整を行う。 

d)  調整不能の場合は，修理又は買い替え

る。 

  

図 C.1 ゲージの 0 点チェック 
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C.4.2 ゲージの 0 点調整作業 

a)  ゲージマニホールドのゲージの正面にある 0

点調整ねじを精密ドライバーで，ゲージが

“0MPa”になるように調整する。 

b)  ゲージマニホールドの 0 点部目盛幅が広いゲ

ージの場合は，指針がその範囲の中に入って

いれば正常とする。 

c)  微調整は，正圧確認の際に“圧力指示調整”

を実施する。 

d)  調整ねじがない場合は針抜きで指針を抜いて

調整する。 

C.4.3 ゲージの真空度チェック 

a)  ゲージマニホールドの Lo，Hi バルブを開ける。 

b)  ゲージマニホールドの Lo，Hi ポートにフレア

キャップを付ける。 

c)  真空ポンプを“ON”にする。 

d)  真空ゲージが“－0.1MPa”の時，Lo，Hi ゲー

ジの指針が“－0.1MPa”であることを確認す

る。 

e)  Lo，Hi ゲージの指針が“－0.1MPa”でないと

きは，再度“0 点調整”を実施した後に真空

度チェックを行い，“－0.1MPa”にならなかっ

た場合は，ゲージを交換する。 

C.4.4 ゲージの正圧チェック 

a)  ゲージマニホールドの Lo，Hi バルブ

を開ける。 

b)  ゲージマニホールドの Lo，Hi ポート

にフレアキャップを付ける。 

c)  窒素ガスのバルブを開け，圧力調整器

により，ゲージの破損防止のためゆっ

くり表 C.2 の圧力に調整する。 

d)  圧力調整器 2次側の圧力指針とゲージ

マニホールドの各ゲージの指示値が

同じであることを確認する。 

e)  ゲージの指示値が圧力調整器 2次側の

圧力指針と異なる場合は，再度“0 点

調整”を実施した後，再調整を行い，

調整不能の場合は，ゲージを交換する。 

  

図 C.2 ゲージの 0 点調整 

表 C.1 ゲージの正圧調整圧力 

図 C.3 ゲージの 0 点チェック 

図 C.4 ゲージの正圧チェック 



19 

JRC GL-02:2017 

 

 

表示箇所 

図 C.5 チャージングホースの製造年の表示例 

図 C.6 チャージングホースの劣化例（O リング，ひび割れ） 

O 

C.5 チャージングホースの点検方法 

C.5.1 冷媒に適合したチャージングホース 

チャージングホースの材質は，CFC，HCFC 用と HFC 用の 2 種類があるため，それぞれ適切な

材質であることを確認する。 

また，以下のチャージングホースは，窒素ガスや炭酸ガス（CO2）用としては使用できない。 

 

表 C.2 チャージングホースの使用可否判断例 

 

 

 

 

 

C.5.2 冷媒の製造年の確認 

チャージングホースには，接続用金具等

に製造年を示す文字が刻印されているも

のもある。チャージングホースは消耗品で

あり，約 5 年程度経過したら交換すること。

Oリングの劣化やチャージングホースのひ

び割れ等がある場合は，作業時漏えいにつ

ながるので使用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.5.3 チャージングホースのトラブル対策 

a)  アクセスポートに接続しても冷媒が出ない 

チャージングホース接続金具部のアジャスト式

バルブオープナの調整悪いと冷媒が出ない。調整

冶具で調整を実施する。 

ねじ状になっており，反時計回りで出てきて，

時計回りで奥に引っ込む。 

b)  しっかり締めても冷媒が漏えいする 

チャージングホースのパッキンが劣化している

と漏えいするので，パッキンを交換する。  

ホースの表記例 
冷媒種による使用可否判断 

CFC，HCFC HFC，HFO 窒素，CO2 

Charging Hose ○ × × 

PLUS Ⅱ Charging Hose ○ ○ × 

図 C.7 アジャストオープナの調整 
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JRC GL-02 附属書 D 

真空ポンプの管理基準 

D.1 真空ポンプに関する要求事項 

充塡対象の冷凍空調設備を真空引きする真空ポンプ

は，デジタル真空計を接続し以下のような点検・管理

を行うこと。 

D.1.1 真空ポンプの到達真空度の点検 

a)  大気圧表示 

真空ポンプのポートに，金属製継手もしくは，銅管

等でデジタル真空計を接続する。この場合，チャージ

ングホースは使用しない。この状態のデジタル真空計

は，“大気圧表示”又は“HI-P”と表示していることを

確認する。 

b)  到達真空度の確認 

真空ポンプの電源お“ON”にし，5～10 分後の真空

度を確認し，－100Pa（ゲージ圧）に達しない場合は真

空ポンプのオイル交換を行い，再度真空度を確認する。 

更に 20～30 分真空ポンプの稼働を続けて，到達真空

度を確認する。 

 

D.1.2 真空ポンプのオイル交換 

a)  真空ポンプのオイルを交換する場合には，下記に示すパワーフラッシング方式で洗浄・交換

を実施する。 

b)  この方法は，新しいオイルを繰り返し交換しながら，ポンプケース内が完全に洗浄されるま

で繰り返す方法で，ポンプケース内の汚れがひどい場合には，この作業を数回繰り返す。 

c)  この作業を繰り返しても改善されない場合は，真空ポンプメーカによる修理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D.1 真空ポンプの大気圧表示 

図 D.2 真空ポンプの到達真空度 

ドレンプラグを開け排油 

吸気口バルブを開く 

完全にオイルを排出 

オイルを規定量注入 

ポンプを数分間運転 

所定真空度になるまで 

排油交換を繰り返す 

所定真空度まで 

達するか確認 

図 D.3 パワーフラッシング方法 
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D.1.3 真空ポンプオイルの品質 

a)  真空ポンプオイルは，ポンプの寿命に重要な役割を果たす。 

b)  冷凍空調設備等を真空引きすると，水分等の腐食性の混合物がオイル内に混入し，そのまま

放置すると真空ポンプの部品を損傷することがあるため，約 20 時間の運転ごとにオイル交換

が必要である。 

c)  古い設備を真空引きした場合，ポンプ保護のため排気が終わるごとにオイル交換が必要であ

る。 

d)  真空ポンプオイルは，最高の真空度を得るために，真空ポンプ用に開発された高品質なオイ

ルを使用する。（メーカ純正品が望ましい。） 

e)  真空ポンプを開封して放置すると，空気中の水分を吸収するため，使用しない真空ポンプは，

必ず密封して保管する。 
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JRC GL-02 附属書 E 

デジタルスケールの管理基準 

E.1 デジタルスケールに関する要求事項 

充塡冷媒を計量するデジタルスケールは，以下のような点検・管理を行うこと。 

E 1.1 デジタルスケールの 0 点付近再現性点検 

① 秤台に何も置かずに電源を“ON””にし，液晶パネルに，全ての項目が表示されていること

を確認する。 

② ウォーミングアップが完了したら，パネルに“0.000kg”になっていることを確認する。 

③ 風袋“ZERO”を押しても“0.000kg”のままであることを確認する。 

④ 手で秤台を“数 kg”表示されるまで押した後に手を放し，その状態の“質量計指示値”を読

む。 

 

表 E.1 デジタルスケールの 0 点付近再現性点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 症状 故障の判断 

① 表示がない AC アダプタの故障・断線等 

② 0 表示でない 故障のため要修理 

③ 0 表示でない 故障のため要修理 

④ 

50kg クラス品の表示 ±20ｇ以内ならば合格 

100kg クラス品の表示 ±50ｇ以内ならば合格 

150kg クラス品の表示 ±80ｇ以内ならば合格 

図 E.1 デジタルスケールの 0 点付近再現性点検 
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E 1.2 デジタルスケールの秤量点付近再現性点検 

① ～④ は，0点付近再現性点検を行う。 

⑤ 分銅（フルスケールの 1/2 以上から最大計量値の分銅）を乗せてデジタルスケールの指

示値を測定する。 

⑥ 分銅を下して，デジタルスケールの指示値が“0.000 ㎏”になっていることを確認する。

この時の測定誤差の合格値は，表 E.1 の④と同じとする。 

⑦ 再び分銅を乗せてデジタルスケールの指示値を測定し，表 E.2 の誤差範囲ならば合格と

する。 

表 E.2 デジタルスケールの秤量点付近再現性点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 クラス 故障の判断 

⑤ 

～ 

➆ 

50kg クラス品の表示  ±50ｇ以内ならば合格 

100kg クラス品の表示 ±100ｇ以内ならば合格 

150kg クラス品の表示 ±150ｇ以内ならば合格 

⑤ ⑥ ➆ 

図 E.2 デジタルスケールの秤量付近再現性点検 
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参考資料 

フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン（JRC GL-01） 

の附属書を示す。 
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腐食 

JRC GL-01 附属書 A 

 

システム漏えい点検の判断基準 
 

システム漏えい点検は，4.2 間接法（運転診断）による漏えい点検や 4.3 直接法による漏えい点検

に先立って行う目視，聴覚による冷媒系統全体の外観点検であり，判断の基準は表 A.1 による。 

 

表 A.1 システム漏えい点検の判断基準（1） 

点検項目 点検部位 判断基準 

①油の漏れやシミ 

 

 

・ 主に液冷媒が流れる配管

のろう付け箇所，フレア

継手等 

・ 凝縮器 

・ ドレンパンや保温カバー 

 

・ 局所的に油（冷凍機油）の漏

れの痕跡又は油が漏れている

場合 

 

② 部分的に凍結，着霜，結露 

 

 

・ キャピラリチューブ周り 

・ 液冷媒が流れている冷媒

配管 

 

・ 通常冷えるべき所でない場所

で凍結や結露がある場合 

③著しい腐食 

 

・ 主に液冷媒が流れる配

管のろう付け箇所，フレ

ア継手等 

・ 局所的に油の漏れの痕跡又は

油漏れがある場合 

・ 腐食により配管，熱交換器コ

イル等劣化による穴あきがあ

る場合 

  

 

霜付 

油のシミ 

 

油のシミ 
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表 A.1 システム漏えい点検の判断基準（2） 

点検項目 点検部位 判断基準 

④機器の損傷 

 

・ 機器全体を点検 

・ 配管の曲がりや折れ 

・ 傷，ヒビ，クラック，へこみ

等の損傷 

⑤溶栓の変形

 

・ 溶栓の溶融金属が変形し

ていないかを点検 

・ 溶栓変形の有無 

⑥冷媒液面の低下 

 

・ 運転中の冷媒液面 

・ 停止中の液面計の液面 

 

・ 規定ラインより低い 

・ 冷媒液面の異常低下 

 

➆防熱材の破損 

 

・ 防熱，断熱材の点検 ・ 雨水等の浸入がないか点検 

・ 配管が変形していないか点検 

 

  

 

液面計（サイトグラス） 

 

 

傷 

溶栓 
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JRC GL-01 附属書 B 

 

直接法による漏えい点検 
 

フロン漏えいを検知する最も代表的な４つの方法を表 B.1 に示す。 

 

表 B.1 直接法による漏えい点検方法（1） 

  

方 法 特 徴 遵守事項他 実施例 

① 

電子式 

漏えいガス

検知装置法 

・ 稼働中の機器の微細な

漏えいを検知できる。 

・ 隠蔽部分についても，大

まかな漏えい点検は可

能である。 

・ 検知器がフロンの種類

に適していること。 

・ 検知器の定期的な保守

管理が必要 

・ 大気中のガス成分の影

響をうけ易い。 

・ 汎用ハンディ形の漏え

い検知感度： 

5 g/年以上を推奨 

・ 定期的にリファレン

スリークで感度を確

認する。 

・ 校正 1 回/年以上 

 

 

②  

発泡液法 

･ ピンポイントの漏えい

を検知できる。 

･ 肉眼での観察（必要によ

り虫眼鏡の使用）なの

で，隠蔽部分の検査はで

きない。 

･ 漏えい検知確度は検査

員の技量，発泡液の選定

に左右される。 

･ JIS Z 2329「発泡漏れ

試験方法」を推奨す

る。 

･ 加圧する場合は窒素

を使用する。 

･ 発泡液塗布後，10 秒

以上状態を観察し，漏

れの有無を確認する。 

･ 漏えい検知感度 

（参考値） 

専用液：120g/年以上 

石鹸液：約500g/年程度 

 

③  

蛍光剤法 

･ 潤滑油中に注入した蛍

光剤が冷媒と共に配管

を循環することにより，

漏えいを蛍光ランプで

検知する。 

･ 簡便な検知ツール 

･ 一体形オイルセパレー

タを付属している場合

は，蛍光剤を分離するの

で，オイルセパレータの

吐出側と圧縮機吸入側

の間は漏れ検知できな

い場合がある。 

･ 機器製造元の使用承

諾が必要となる。 

･ 油中に蛍光剤を混入

させるので，圧縮機

が品質保証外となる

ことがある。 

･ 注入後検知まで一定

の時間を要する。 

･ 検知感度（参考値） 

20～100g/年 
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ヘリウムを吹きかける 

表 B.1 直接法による漏えい点検方法（2） 

方 法 特 徴 遵守事項他 実施例 

 

④  

トレースガス 

法 

 

He,H2 等によ

る漏え 

加圧法（スニファ法） 

･ 正しくメンテナンス

されればほとんどの

漏えい検知に適して

いる。 

･ フロンを回収する必

要がある。 

･ トレースガス専用の検

知器が必要です。 

･ トレースガスを N2に

混合したものを機器に

加圧注入し，検知器で

点検する。 

真空法の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ヘリウムディテクタ 

② 荒引き真空ポンプ 

③ スプレーガン 

④ 吸引ホース 

⑤ 表示器 

真空法（吹付け法） 

･ 正しくメンテナンス

されればほとんどの

漏えい検知に適して

いる。 

･ フロンを回収する必

要がる。 

･ 大型機器に適してい

る。 

･ 電子式や他の方法で

検知できない時に使

用する。（高感度） 

･ 機器全体をビニール等

で包みトレースガスを

機器外部より吹きかけ

ると漏えい有無を検知

できる。 

･ 部分的にトレースガス

を吹付けることにより，

漏えい箇所を見つける

ことができる。 

 

 

B.1 電子式漏えいガス検知装置法 

B.1.1 使用目的 

半導体センサ，加熱半導体センサ，赤外線センサ等の高性能センサを使用して，冷媒ガスを直

接検知することで，冷凍空調機器の漏えいの有無及び場所を特定する。 

B.1.2 使用場所 

冷凍空調機器及びそれに付随する各種配管等で行う。 

B.1.3 特徴 

高性能センサを使用して漏えいした冷媒を直接検知するため，冷媒漏えい箇所をポイントで特

定が可能。フレア継ぎ手，ろう付け部等にセンサ部，若しくは吸入ノズルを近づけ，その箇所で冷

媒の漏えいがあれば，ブザーあるいはランプの点灯，点滅で警告する。 

発泡液法や蛍光剤法と異なり，薬剤等を使用しないため検知箇所が汚れない。 

メンテナンス等で使用される漏えい検知としては，検知感度に優れている。 

B.1.4 注意事項 

a) 誤検知を防止するため，高湿度下や高有埃下での検知の際には，周囲環境に特に留意する。吸

引式の場合，結露している低圧側配管を検査する際は，水分を吸引しセンサ，吸引ポンプを壊

すことがあるので，特に注意する必要がある。 

b) リークディテクタの種類によって検知対象冷媒に得手不得手があるため，対象冷媒を確認し

た上で検知作業に使用するリークディテクタを選定する。 

c) 赤外線吸収式のリークディテクタは，可燃ガスや水蒸気等に反応しにくい特徴があるが，一般

的に断熱材の発泡ガスにも反応するため，使用環境に注意が必要である。 

③ 
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d) 多量の冷媒漏えいが考えられる場合には，誤検知や感度低下が起きる可能性があるため，発泡

液法など，別の直接法による検知が望ましい。 

e) センサは消耗品であるため，定期的なリファレンスリークによる感度チェックとセンサ交換

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.5 検知手順に係わる要求事項 

a) 空調機や冷凍機に十分な冷媒が入っていることを確認する。冷媒量があまりにも少ないとき

は，的確にガス漏れ箇所が検知できない。機器が停止状態で，340kPa(3.4bar）以上のゲージ圧

が必要である。また，15℃以下の環境では圧力が下がり，ガス検知が不可能なことがある。 

b) 機器運転中でも冷凍サイクル内の残ガスが少ない場合は，高圧側は検知できても低圧側は圧

力が極端に低くなるため検知できない。 

c) センサが汚れていないか十分に確かめた上，検知作業を行う。センサ吸い込み部に汚れが 

あった場合は乾いた清浄な布やエアーで掃除して，乾燥させてから使用する。センサの誤作動 

を防ぐため，洗浄剤等を使っての洗浄は絶対に行わないこと。 

d) まず目視で配管や空調システムのガス漏れの痕跡をチェックする。次にガス検知器のセンサ

をガス漏れの疑わしい場所に近づけ，注意深く検知していく。 

e) ガス漏れ箇所を的確に検知するため，道筋を立てて検知作業を行うこと。漏れ箇所を確認後，

検知した場所から残りの道筋を辿って検知作業を行う。 

f) 全てのアクセスポートとキャップのシールを点検する。 

g) センサを検知箇所から 5mm 以上離さず，1 秒間に約 2.5～5cm の速度でセンサを移動させ

る。センサを対象に近づけ，ゆっくり検知作業を行うと，検知率が上昇する。 

図 B.1 半導体センサの例 図 B.2 赤外線センサの例 

図 B.3 リファレンスリークによる感度確認 
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図 B.6 電子式漏えい検知器の例(1) 図 B.7 電子式漏えい検知器の例(2) 

図 B.4 検知方法(1) 

h) 漏れが疑われる箇所にエアーを吹きかけて，周辺の気体を飛ばす。必要に応じて同じ箇所の検知

作業を繰り返すこと。漏れが大きい場合はエアーを吹きかけることで正確な箇所を特定すること

ができる。 

i) 大型の冷凍空調機の場合には，機器の底部を最初に測定して漏えいがあるエリアを絞っ

てから細部の検知を実施する。 

j) 検知精度を上げるため，空気の流れは最小限にとどめる。 

k) 明らかな漏えい箇所や，多量の漏えいが考えられる場合には，エアーを吹き込み，その箇

所を一旦きれいにしてから漏えい箇所を確認する。 

l) 蒸発器の点検をする際は，凝縮ドレン管の中のガスを点検するとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 B.5 検知方法(2) 
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図 B.8 電子式漏えい検知器の例(3) 図 B.9 電子式漏えい検知器の例(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 B.2 電子式漏えい検知器の特徴 

 半導体方式 熱線型半導体方式 電気化学検知方式 赤外線吸収方式 

長

所 

･ 長寿命 

･ 長期安定性に優れている 

･ 被毒性ガスに対する耐久

性に優れている 

･ 長寿命 

･ 長期安定性に優れている 

･ 半導体方式に比べ初期安

定時間が短い 

･ 半導体方式に比べ反応時

間が速い 

･ 低濃度における出力の変

化が大きい 

･ 高感度センサ 

･ 電気化学的に塩素，フッ

素，水素等を検出する 

･ 干渉ガスの影響を受けに

くい 

･ ガスに対する選択性を持

っている 

･ 熱線型半導体方式に比べ

反応時間が速い 

･ 熱線半導体方式に比べ復

帰時間が速い 

･ 長寿命 

･ 干渉ガスの影響を受けに

くい 

･ 高濃度ガスに対する耐久

性に優れている 

･ 熱線型半導体方式に比べ

反応時間が速い 

･ 熱線半導体方式に比べ復

帰時間が速い 

短

所 

･ 温度や湿度の影響を受けやすい 

･ 干渉ガスの影響を受ける 

･ シリコンガス，塩化物のガスによりセンサが劣化する 

･ センサ金額が高額 

･ 可燃性ガスとの共用検知

が難しい 

･ センサ寿命が短い 

･ センサ金額が高額 

･ 可燃性ガスとの共用検知

が難しい 

（注）・上記以外，コロナ放電式のものが市場にあり，R32，R141b，R412A 等の微燃性フロンの漏えい検知

には使用しないこと。 

・ 高感度な検出器として，He 等のトレースガスを利用した検知方式がある。 

 

B.2 発泡液法 

B.2.1 使用目的 

冷凍空調機器及び各種配管継手等に直接噴霧（塗布）し，冷媒の漏えいによる発泡有無をチェッ

クすることで漏えいの有無及び場所を特定する。 

B.2.2 使用箇所 

冷凍空調機器及びそれに付随する各種配管等。ただし，機内圧は通常 0.1MPa 以上必要である。 

B.2.3 特徴 

発泡液法は，冷媒の種類に寄らず検知できる。冷媒を使用せず窒素ガス等で検知が可能である。 

上市の高粘性発泡液（水溶性の高粘性配合）の場合は，従来の低粘性発泡液に比べ，より高感度

の検知が可能であり（A 社公表値 18g/y），泡の持続性も大幅に向上する。 

B.2.4 注意事項 

a)  漏えい量が微量な場合，吹き付けてすぐには泡が発生しない。また，時間を置き過ぎると発生

した泡が消えてしまう。 

b)  水溶性のため，電装部へは噴霧（塗布）しない。 

c)  低温では発泡力が弱くなるため，低温タイプを使用する。 

d)  漏えい検査後は，清掃（可能であれば水洗い等）を実施する。 
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図 B.11 発泡液法による検知例(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3 蛍光剤法 

B.3.1 使用目的 

冷凍空調機器内に，冷凍機油ベースの蛍光溶液を注入してシステム内を循環させておき，一旦漏

えいが発生すれば冷凍機油と一緒に蛍光剤も漏えいするため，その蛍光剤を UV ライトでチェック

することで漏えいの有無及び場所を特定する。 

B.3.2 使用箇所 

冷凍空調機器及びそれに付随する各種配管等。 

B.3.3 特徴 

漏えい箇所に蛍光剤が付着するため，長い期間漏えい箇所の状況確認が可能である。 

ベースの冷凍機油が冷凍機油種類（鉱油，POE，PVE，PAG，AB）ごとに用意されているため，

冷凍空調機器への影響が少ない。 

冷凍機油に注入する方式のため，小型～大型まであらゆる冷凍空調機器に対応可能である。 

漏れ箇所は，UV ライトで蛍光発色させて検知するため，容易に漏えいを発見して漏えい箇所の

ポイントを特定が可能である。 

 

 

図 B.12 発泡液法による検知例(3) 

図 B.10 発泡液法による検知例(1) 
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図 B.16 ニードルバルブによる蛍光剤の注入 

図 B.17. UV ライト（例示） 図 B.18 冷凍機油蛍光剤（例示） 

図 B.14 蛍光剤法による検知例 (1） 

B.3.4 注意事項 

a)  仕様に際しては，冷凍空調機器メーカの承認が必要である。 

b)  蛍光剤が十分循環する必要があるため，注入後最低でも 48時間運転後に検知作業を実施する。 

c)  注入の際，冷媒量もしくは，冷凍機油量に従って，正しい量を抽入する。 

d)  抽入の際，必ず使用されている冷凍機油を確認し，ベースとなる冷凍機油が同じ蛍光剤を抽

入する。 

e)  修理完了後は，必ずクリーナで蛍光剤を洗浄する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 B.13 段取り作業 

図 B.15 蛍光剤法による検知例 (2） 
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図 B.20 室内機の内部点検（例 2） 

図 B.21 銅管漏えい内視鏡写真 

B.4 その他：内視鏡による目視確認 

B.4.1 使用目的 

冷凍空調機器内部や壁，天井の配管（通常目視できない箇所）の状況を内視鏡カメラを使用し

て画像上で確認することで漏えいの可能性を確認する。 

B.4.2 使用場所 

冷凍空調機器内部や壁，天井裏及びパイプシャフト内の配管部，断熱材と配管のすき間等。 

B.4.3 特徴 

細径 LED ライト付内視鏡カメラで，狭間部や断熱材中の異常有無（冷凍機油漏れ，滲み，結露，

発露，割れ，折れ等）を確認可能である。 

B.4.4 注意事項 

運転中に使用するため，接触による冷媒漏えい及び感電等事故に注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 B.19 室内機の内部点検（例 1） 

図 B.22 冷媒配管の油漏れ内視鏡写真 
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参考 漏えい検知方式による感度比較                 [g/年] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注1． 検知感度は，機器メーカの技術資料の感度限界の目安です。選定の際は機器メーカに確認のこと。 

注2． 検知方式で，検知対象冷媒が限定される場合は，枠内に対象冷媒を表示してあります。 

注3． 感度表示のｇ/年は，フロン類（CFC,HCFC,HFC）の実ガス換算値です。 
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図 C.1 加圧試験器具一式 

JRC GL-01 附属書 C 

 
加圧漏えい試験・真空検査（真空乾燥） 

 

C.1 加圧漏えい試験  

修理完了後に行う加圧漏えい試験（以下，加圧試験という。）は，気密試験の試験圧力以下で行

い，機器製造者の作業基準に準じて行うものとする。 

機器の設置後，または修理完了後に行う気密試験は，冷凍保安規則例示基準 6 項に準じて行う。 

（作業手順は，JRA GL-14 附属書 A A.1 による） 

C.1.1 一般事項 

a)  必ず窒素ガスを使用する。（酸素・冷媒・可燃ガス等の使用は厳禁） 

b)  使用する圧力計は，文字盤の大きさは 75 ㎜以上，目盛は試験圧力の 1.25 倍以上 2 倍以下と

し，原則として 2 個以上使用する。 

c)  自動制御弁や膨張弁など試験圧力をかけることが望ましくないものは，予め取り外す。また，

電磁弁など通電により弁が開くものは予め開状態にする。 

d)  施工後，確認できない隠蔽部等は，隠蔽される前にシステム漏えい試験を行う。 

e)  溶接箇所・フレア部など漏れの恐れがある部分に発泡液等をつけ漏れを発見する。発泡液等

をつけた部位は必ず水洗いする。 

f)  配管のろう付け部から漏えいした場合は，接続部を外し，管に付着したスラッジ等を除去，

洗浄し配管を再施工する。 

g)  圧力が高いので作業中は充分注意する。 

h)  システム漏えい試験終了後は，窒素ガスを放出してから次の作業に移る。 

C.1.2 作業手順の例 

加圧試験を開始する時は，いきなり試験圧力まで加圧せず段階を踏んで除々に加圧していく。

漏れ箇所が見つかった場合は，必ず管内の圧力を大気圧にしてから修理し,再度加圧試験を行い漏

れがないことを確認する。 

a)  加圧試験に必要な器具 

機器に窒素ガスを加圧封入し圧力計の針の動きによって漏えいの有無を検査するもので，以下

のような器具の例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 C.2 加圧試験器具の接続 
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3 回目 開始時と終了時の温度を計測する。 

各種冷媒試験圧力で一定時間（ 1 時間～一昼夜），

放置後漏れチェック 

※圧力補正について 

加圧時と圧力降下チェック時の周辺温度が変化す

ると試験圧力が変動するため， 1℃当たり約

0.01MPa の圧力補正を行う。補正式を下記に示す。 
 

（加圧時絶対圧力）×（測定時温度＋273） 

（加圧時温度＋273） 

1 回目圧力（表 C.1）×5 分以上保持 漏れチェック 

2 回目圧力（表 C.1）×5 分以上保持 漏れチェック 

図 C.4 加圧試験の手順 

（必要に応じて実施） 

図 C.5 加圧試験の接続

 

無 

漏れ箇所チェック・修理 

冷媒配管工事完了 試験開始 漏れの有無 合格 

有 

図 C.3 加圧試験の流れ 

測定時絶対圧力＝ 

1)  窒素用圧力調整器 

2)  メインホース×3 本 

3)  バルブゲージ×3（テスト圧力の有効目盛りのあるもの） 

4)  バルブ，ユニオン各種 1/4，3/8，1/2，5/8，3/4 

5)  発泡液 

b)  加圧試験の手順 

加圧試験の手順を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

冷媒 
漏れチェック

（参考値 MPa） 

高圧側 1 回目 2 回目 

R22 0.3 0.8 

R134a 0.3 0.8 

R407C 0.5 1.0 

R404A 0.5 1.0 

R410A 0.5 1.0 

アンモニア 0.3 0.8 

二酸化炭素 0.5 1.0 

表 C.1 加圧試験圧力 
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c)  漏れ箇所のチェック方法 

1)  聴感チェック 

耳で大きな漏れ音がないか聞く。 

2)  触手チェック 

接続部に手を当てて大きな漏れのないことを確認する。 

3)  発泡液によるチェック 

接続部に発泡液をスプレ等で塗布し，気泡の発生のないことを確認する。発泡液は洗浄剤

等を使わず，専用品を使用する。（JIS Z 2329 を推奨） 

d)  圧力降下の確認方法 

1)  試験圧力で一定時間後に圧力が降下なければ合格とする。（温度補正は上記による） 

2)  圧力降下があれば，漏れ箇所の調査を行い，再度加圧試験を行う。 

 

C.2 真空検査（真空引き・真空乾燥） 

法的規制はないが，冷媒設備の気密の最終確認をする検査である。真空状態では微小な漏れで

も判定できるが，漏れ箇所の判別はできない。漏れの確認と同時に，冷媒設備内部の水分を真空

状態で完全に蒸発させて排除し，内部を乾燥させる。冷媒設備では微小な漏れ，水分の存在，不

凝縮ガス（空気・窒素ガス）を嫌うので，システム漏えい試験に用いた窒素ガスを試験終了後に

完全に排出する。 

C.2.1 真空引きの手順 

パッケージの例示を以下に示す。 

a) 室外ユニットの液側，ガス側の閉止弁が全閉であることを確認する。 

b) 閉止弁にゲージマニホールド，真空ポンプ，真空ゲージを接続する。 

c) ゲージマニホールドのバルブを全開にして真空ポンプを運転する。 

d) 真空ゲージが 0.6 kPa（5Torr）以下になったことを確認する。 

e) 0.6 kPa 以下になってから１時間以上真空ポンプを連続運転する。 

f) ゲージマニホールドのバルブを全閉にする。 

g) 真空ポンプに接続されているホースをゆるめ（A 部分）ポンプを停止する。 

h) 1 時間放置した後真空ゲージの圧力が上がらない事を確認し真空乾燥を終了する。 

圧力が上昇した，微少漏れか，配管内に水分が残っているので，漏れ箇所をなくして再度シ

ステム漏えい試験を行い，再度真空乾燥を行う。 

i) 室外機の液，ガス両方の閉止弁を全開にする。 

C.2.2 注意事項 

a) 真空引きに必要な機器の接続ならびに真空引き時間，方法等については，対象となる空調機

器周囲温度条件等により異なるので，メーカの施工・サービスマニュアルに従って行うこと。 

b) 真空度は 0.6 kPa（5Torr）以下にする事となっているが，ゲージマニホールドのゲージでは，

読取り不可能なので真空ゲージを取付けて 0.2～0.6 kPa（2～5 Torr）の真空管理をすること。 

c) 真空引き後に真空ポンプを停止すると真空ポンプ封入オイルが逆流する事がある。また真空

引き途中で何らかの原因でポンプがストップした時も同様のことがいえるので，逆流防止の

ための真空ポンプアダプタを取付ける。  
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図 C.6 真空引き手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.3 参考 

真空度の表示（様々な表し方があるので混同しないよう注意すること） 

 

表 C.2 真空度の表示例 

気圧 1 0.921 0.132 0.066 0.026 0.007 0.003 0.000 

mmHg（絶対圧） 760 700 100 50 20 5 2 0 

μmHg（絶対圧） 760×103 700×103 100×103 50×103 20×103 5×103 2×103 0.0 

Torr（絶対圧） 760 700 100 50 20 5 2 0 

kPa（絶対圧） 101.3 93.3 13.3 6.6 2.6 0.6 0.3 0 

kPa（ゲージ圧） 0.0 -8.0 -88.0 -94.7 -98.7 -100.7 -101.1 -101.3 

MPa（ゲージ圧） 0.0 -0.008 -0.088 -0.0947 -0.0987 -0.1007 -0.1011 -0.1013 

mmHg（ゲージ圧） 0 -60 -660 -710 -740 -755 -758 -760 

mmAq（ゲージ圧） 0.0 -815.7 -8,972.8 -9,652.5 -10,060.4 -10,264.3 -10,305.1 -10,332.3 
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JRC GL-01 附属書 D 

 

定期点検の手順 

 

定期点検時，設置・移設時，整備時の漏えい点検業務は以下の手順による。 

冷凍保安規則では，製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは，表 D.1 左のように気密

試験又は試運転を実施後でなければ製造してはならないと定めており，これが漏えい検査を兼ね

ているが，冷媒漏えい防止の観点から，冷凍空調機器では法定冷凍トン 20 トン未満で，設置・移

設時又は整備で冷媒系統部品を交換した場合は，表 D.1 右の検査を実施することを推奨する。 

なお，低圧冷媒を使用する機器の漏えい点検の手順については，機器製造者の作業基準によっ

て行うものとする。 

 

表 D.1 冷凍能力別検査方法 

冷凍保安規則で定められた検査方法  業務用冷凍・空調機器での検査方法 

法定冷凍トン 検査方法  法定冷凍トン 検査方法 

50 トン以上 気密試験  20 トン以上 気密試験 

20 以上 50 トン未満 気密試験  
20 トン未満（推奨） 

加圧漏えい試験及び
試運転 5 以上 20 トン未満 試運転又は気密試験  

 

D.1 定期点検手順 

D.1.1 定期点検時の留意事項 

“漏えいなし”はシステム漏えい点検で判断せず，必ず間接法または直接法で判断すること。 

D.1.2 直接法の選択 

以下の状況では直接法を選択する。 

a) システム漏えい点検や履歴データなどから漏えい点検部位がある程度特定できる場合 

b) 実機が不稼動の場合 

c) 運転履歴データが不十分な場合 

d) 間接法による漏えい点検（4.2 項）が不適切の場合 

注： b)，c)，d) は，直接点検可能な部位を点検する。 

代表的な点検部位の例 

熱交換器，空冷凝縮器，圧縮機，アキュムレータ，油分離器，受液器（レシーバタン

ク），ドライヤ，冷媒ポンプ，冷媒配管，膨張弁，電磁弁，フランジ，フレア，ろう付

け部，O リング，ガスケット，圧力・連成計，液面計（サイトグラス），圧力スイッチ，

温度スイッチ，ダイヤフラム，保温保冷部 

 

D.1.3 間接法の選択 

D.1.2 a)から d) に該当しない場合及び目視確認できない点検部位の漏えいの場合は，直接法だ

けでは発見不可能なので間接法を選択する。 
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図 D.1 定期漏えい点検時の点検フロー 

D.1.4 その他 

a) 間接法，直接法いずれか一方で“漏えいなし”であっても判断に迷うときはもう一方の方法

を併用するとよい。 

b) 間接法で“漏えいあり”と判断した場合，直接点検可能な代表的な点検部位を先に点検する

とよい。 

c) 間接法で“漏えいあり”と判断し，その後の直接法で“漏えいなし”の場合は，再度間接法

に戻って確認を行い，間接法で“漏えいあり”，その後の直接法で“漏えいなし”が再現すれ

ば“戻らない”へ進む。 

d) 前述 c)で，再度間接法で確認した結果，“漏えいなし”であれば“漏えい速度が微小なために

判断しにくくなっている”または“漏えいしていない”と考えられるが両者は判別できない

ので“漏えいなし”と判断する。 

e) 図 D.1 で“応急処置”とは，増し締め等をいう。 

応急処置後，修復した部位の漏えいが再発した場合は，冷媒回収し恒久処置を行う。 

f) 次回のシステム漏えい点検で油漏れを発見しやすくするため，点検後に継手部の外表面は拭

き取っておくとよい。 

g) 漏えいが確認された場合，災害に相当するような状況では，機器所有者等に事故届けを都道

府県知事に提出するよう伝えなければならない。（法第 63 条，冷凍則 68 条，様式第 46） 
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D.2 設置・移設時の漏えい点検手順 

D.2.1 設置・移設時の点検留意事項 

a) システム漏えい試験で室内機及び接続配管に窒素ガ

スを封入する際，室外機への混入を防ぐため室外機は

切り離す。また，このとき室内機に電子膨張弁を使用

している場合は，ガス管，液管の双方から同時に封入

する。 

b) 移設時，機器内の冷凍機油に残留するフロンガスは事

前に極力回収する。 

 

D.3 整備時（冷媒系統部品交換時）の漏えい点検手順 

漏えいの疑いがある場合は，D.1 定期漏えい点検と同じ。 

 

D.4 共通作業      の手順（D.1,D.2,D.3 共通作業） 

漏えいの疑いがある場合は，下図フローに示すように、システム漏えい試験を行い、漏えい箇所を

特定し、その結果を記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.1 共通作業     フロー留意事項 

a) 漏えい速度が微小なために漏えい箇所が特定できない場合は，高感度の検知手法（ヘリウ

ム・水素ガス検知，渦流探傷検査等）を検討する。補修ではなく部品交換を選択すること等

今後の対応策を早期の適切な時期に機器所有者に提示し，所有者の意向を事前に確認する。 

b) 隠蔽部分で“漏えいあり”が明らかな場合は，a)の微小漏えいの場合を除き，機器所有者に

漏えい拡大の懸念もあり放置できないこと及び修復作業手順を説明し，漏えい部位を早期に

図 D.4 共通作業の点検フロー 

図 D.3 整備時の点検フロー 

 

図 D.2 設置・移設時の点検フロー 
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D.1.2 直接法の選択 

 以下の状況では直接法を選択する。 

a)  システム漏えい点検や漏えい点検整備記録簿，

点検チェックシート等の履歴データなどから

漏えい点検部位がある程度特定できる場合 

b)  実機が不稼働の場合 

c)  運転履歴データが不十分な場合 

d)  間接法による漏えい点検が不適切の場合（4.2

項参照） 

修復する。 

c) 機器を開放した場合，大型機等で機器製造元の作業手順で指定されている場合は真空乾燥，

真空検査を行う。 

d) 点検完了後，「点検・修理完了日」「点検・修理者」「点検修理内容及びその結果」等を明記し

た点検記録簿に記入する。 

 

D.5 漏えい点検手順の考え方 

D.5.1 システム漏えい点検 

システム漏えい点検は，目視外観点検であるため，隠蔽部分の漏えいを見逃したり，漏えい以

外の要因で発生したりする可能性があるので，判定には使用できない。判定は，間接法又は直接

法で行う。 

D.5.2 間接法／直接法の選択 

可能な限り（運転可能であれば）間接法を選択

し，さらに a)，c) の場合，直接法を実施して漏

えいなし（又はあり）を確実にする。 

「間接法が主，直接法は確認用」がベスト。 

b)，d) の場合は，「直接法が主」になるので，

確認箇所を増やす必要があり，結果がでるまでに

時間がかかることを覚悟しなければならない。こ

のためにも運転可能であれば間接法を選択する

こと。 

D.5.3 漏えい（なし／あり）の判断 

(ア) 間接法・加圧漏えい試験，直接法のいずれも“漏えいなし”の場合は，“漏えいなし”と

判定する 

(イ) 間接法・加圧漏えい試験で“漏えいあり”と判断した場合は，漏えい箇所が見つかるま

で点検を続ける。（漏えい状態を見過ごさないために） 

 

表 D.2 漏えい有無の判断 

 
間接法・加圧

漏えい試験 

直接法 

a）又は c) 

直接法 

b）又は d) 

漏えい 

判定 
解   説 

① 漏えいなし 漏えいなし 

 

なし （ア）に従う 

② 漏えいあり 箇所特定 あり 
修復後，他に漏えい箇所がないか

再度間接法で確認 

③ 漏えいなし 箇所特定 あり 

間接法による診断不十分，不適切

な可能性あり，制度を上げる必要

あり 

④ 漏えいあり 漏えいなし 
判定 

不能 

再確認する。再確認で①②③の場

合はその判断に従う。④の場合は

（イ）に従う。 

⑤ 
 

漏えいなし なし 運転可能な時点で再度間接法で

確認するとよい。 ⑥ 箇所特定 あり 
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D.5.4 間接法による漏えい点検（運転診断） 

間接法は，冷凍空調機器に充塡されている冷媒が不足していないかを点検するもので，漏えい

箇所の特定はできない。下表のチェックシートにより着目点が複数あれば，漏えいを疑う。 

 

表 D.3 間接法による漏えい点検（運転診断）チェックシート 

（注1） 記号は，図 D-5を参照 

（注2） 正常目安値には、安定運転状態での値を採用すること 

（注3） 「下記の現象ではないこと」が実証できれば判定○ 

・定期点検で該当項目が増えてきた場合は漏えいを疑い，直接法による漏えい点検で漏えい箇所を探す

こと。 

  

 
状態値 

記号 

（注１） 
単位 

正常 

目安値 

（注２） 

計測値 着目点 

下記の現象で

はないこと 

（注３） 

判定 

a 

低圧圧力 

（蒸発圧力） 
Ps 

（MPa） 

（ゲージ圧） 
  低過ぎないか 

制御による変

化 
 

高圧圧力 

（凝縮圧力） 
Pd 

（MPa） 

（ゲージ圧） 
  低過ぎないか 

制御による変

化 
 

b 吐出ガス温度 
 

（℃）   高過ぎないか 

冷媒系統のつ

まり、膨張弁の

故障 

 

c 

圧縮機駆動用 

電動機の電圧 
 （V）   低過ぎないか 

制御による変

化 
 

圧縮機駆動用 

電動機の電流 
 （A）   低過ぎないか 

制御による変

化 
 

 過冷却液温度 Td （℃）    

 吸入ガス温度 Ts （℃）    

 蒸発飽和温度 Te （℃）    

 凝縮飽和温度 Tc （℃）    

d 過熱度 Ts－Te （K）   
大き過ぎない

か 

冷媒系統のつ

まり、膨張弁の

故障 

 

e 過冷却度 Tc－Td （K）   
小さ過ぎない

か 
  

f 圧縮機の過熱  （℃）   高過ぎないか 

冷媒系統のつ

まり、膨張弁の

故障 

 

 吸込空気温度  （℃）    

 吹出空気温度  （℃）    

 冷水入口温度  （℃）    

 冷水出口温度  （℃）    

g 

吸込／吹出 

空気温度差 
 （K）   

小さ過ぎない

か 

熱負荷が極端

に小さい 
 

冷水入口／出口 

温度差 
 （K）   

小さ過ぎない

か 

熱負荷が極端

に小さい/流量

が極端に多い 

 

h 
機器内の 

配管の振動 
    

異常に振動し

ていないか 

制御による変

化 
 

i 
液冷媒の流れ状

態（ｻｲﾄｸﾞﾗｽ） 
    

気泡が発生し

ていないか 

熱負荷が極端

に大きい 
 

j 

抽気回数、冷媒液

面（低圧冷媒使用

のターボ冷凍機） 

    

液面が極端に

低下していな

いか 
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簡易運転診断の手順 

1. Ps，Pd（ゲージ圧）及び Ts，Td（℃）の測定する。 

2. Ps，Pd から沸騰飽和温度 Te，Tc（℃）を求める。 

3. 吸入ガスの過熱度 SH(K)を求める。  SH=Ts－Te 

4. 液化冷媒の過冷却度 SC(K)を求める。 SC=Tc－Td 

判断の目安（例）：冷媒 R22 空調用の場合 

Pd 空冷 1.7～2.0MPa 

水冷 1.4～2.6MPa 

SH 3～15K 

SC 約 5K 

注意：上記の値は目安であり実作業は，空調，冷蔵，冷凍個々

のシステムのサービスマニュアルに準拠すること。 

Ps :蒸発圧力 MPa， 

Ps :凝縮圧力 MPa， 

SH :過熱度  K， 

SC :過冷却度 MPa， 

Ts :圧縮機吸入ガス温度 ℃ 

Td :過冷却液温度 ℃ 

Te :蒸発温度 ℃ 

Tc :凝縮温度 ℃ 

図 D.5 冷凍基本サイクル 

表 D.4 冷媒の理論サイクル性能（蒸発／凝縮温度＝0／50℃，過冷却度／過熱度＝0／0K） 

 R22 R134a R407C R410A R404A R32 アンモニア 

体積能力 [kJ/㎥] 3012 1833 2968 4167 2753 4825 3529 

COP [－] 4.14 4.06 3.98 3.67 3.38 3.91 4.43 

凝縮圧力 [kPa]abs 1943 1319 2111 3066 2355 3141 2033 

蒸発圧力 [kPa]abs 498 293 491 799 618 813 429 

圧力比 [－] 3.90 4.50 4.30 3.84 3.81 3.86 4.73 

吐出ガス温度 [℃] 71.8 55.5 67.3 72.8 56.8 90.7 115.6 

冷凍効果 [kJ/kg] 141.7 127.3 141.2 136.7 87.8 219.8 1020.7 

循環量 [kg/(h*ton] 89.3 99.4 89.6 92.5 144.1 57.6 12.4 

温度傾斜 [K] 0 0 4.7 0.2 0.3 0 0 

比体積 [㎥/kg] 0.047 0.089 0.048 0.033 0.032 0.046 0.289 

注1． 温度傾斜は，凝縮器での露点と沸点の差とした。 

注2． 比体積は，圧縮機吸込み点での値。 

注3． 非共沸混合冷媒の蒸発温度及び凝縮温度は，次の値とする。 

蒸発温度＝（蒸発器入口飽和温度＋蒸発器出口飽和温度）／２ 

凝縮温度＝（凝縮器入口飽和温度＋凝縮器出口飽和温度）／２ 
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表
D

.5
 
冷
媒
の
温
度
（

℃
）
－
飽
和
圧
力
表
 
単
位
：
ゲ
ー
ジ
圧
力

M
P

a 
イ
タ
リ
ッ
ク
（
赤
字
）

cm
H

g
 V

ac
 

注
：

4
0
0
番
台
は
，
非
共
沸
混
合
冷
媒
で
あ
る
の
で
，

1
0

℃
以
下
は
過
熱
度

(S
H

)の
算
定
用
に
露
点
圧
力
，

1
2

℃
以
上
は
過
冷
却

(S
C

)の
算
定
用
に
沸
点
圧
力
と
し
た
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



47 

JRC GL-01:2017 

 

 

設備上 

（ハード） 

・ 機器・配管材料の材質，構造不適正 

・ 基礎，支持不適正 

締め付け不備 

水分・空気混入 

振動によるクラック発生（流体的・機械的） 

熱膨張・熱収縮によるクラック発生 

不法排出 

操作不良 

図 E.1 漏えい要因マップ 

室真空引き手順 

設備の維持 

管理 

経年劣化 

・ へたり（スプリング，ベローズ） 

・ 疲労クラック 

施工・運転 

（ソフト） 
管理・操作 

基準 
基準遵守不良 

（設置・運転基準・法規遵守） 

水質不適 

設置工事 

整備作業 きず（フレア部など） 

運転状況の誤診 

判断の遅れ 運転・操作 

設備の設計 

構造 漏
え
い
の
要
因 

JRC GL-01 附属書 E 

 

漏えいの要因と事例 

 

E.1 漏えいしやすい箇所からの再発を防ぐ 

漏えいを減らすサービスとメンテナンスの効率を高めるために，よく起こる漏えい箇所を知る

ことは重要です。そのため，ここに 12 箇所を例示しました。それぞれの項目で漏えいの原因を説

明し，どうやってそれを避けることができるかを示しました。 

漏えいの要因と事例の分類を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 E.1 漏えいしやすい箇所の事例 

① 閉止バルブとボールバルブ ⑦ シェルアンドチューブ凝縮器 

② ムシ付きバルブ ⑧ 空冷凝縮器 

③ フレア継手 ⑨ 圧力スイッチ 

④ 機械式継手とフランジ ⑩ O-リング，パッキン 

⑤ 溶栓と安全弁（高圧保護） ⑪ キャピラリチューブ 

⑥  シャフトシール（開放型圧縮機） ⑫ 蒸発器と凝縮器の U ベンド 
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傷のないきれいなフレア 

変形したフレア 

漏れ箇所 漏れの原因 対応策 

① 閉止バルブとボールバルブ 

 

・ バルブとスピンドル軸の間のシ

ールが経年劣化と使用により磨

耗 

・ シート面が滑らかであるか

確かめる 

・ 据付け時の加熱しすぎ ・ 真鍮製の場合は濡れ雑巾等

でバルブを冷やす 

・ キャップを被せていない ・ バルブにはキャップを被せ

ること 

・ （多くの漏れはキャップを

被せていないバルブから生

じる） 

② ムシ付きバルブ 

 

 

 

 

・ ろう付けの間にバルブコアが損傷 ・ フイッテイングをろう付け

する時はバルブコアを外す

こと 

・ 交換時にコアが正しく締められて

いない 

・ コアを交換する時はバルブ

ボディが冷えていることを

確かめる 

・ 内部シールの経年劣化 ・ 定期的に交換する 

・ キャップが被さっていないか，

または 0 リングシールが無い 

・ キャップが被さっているこ

とまたシールが（良好な状態

で）納まっていること 

③ フレア継手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 広範囲な温度変化による熱膨張

／熱収縮によるフレアナットの

緩み。特に膨張弁の出口の場合 

・ フレアを使用する場合は，フ

レアアダプタ（工場で加工し

たフレア）をできるだけ使用

すること 

・ 継手の施工不良 

・ 初期施工からの漏えいが原因 

・ フレアを加工しなければな

らない場合は，パイプカッタ

でパイプを切断し，工具を正

しく使用して拡管する 

・ フレア工具を使用し，適正な

パイプ長さがフレアブロッ

クから出ていることを確認

する 

・ フレアガスケットは再使用

しない 

・ 締め過ぎ，締め不足 

 

・ フレアナットを締め過ぎな

いように，また締め不足にな

らないようにトルクレンチ

を用いて，決められたトルク

で締める 

・ オイルの塗布について 

 

・ オイル塗布に関してメーカ

の指定がある場合は，その指

示に従う 

・ シール性向上のため塗布す

る場合は，フレアの内側のみ

にうすく塗る 
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漏れ箇所 漏れの原因 対応策 

④ 機械式継手とフランジ 

ドライアコアの蓋などシステム

には各種の継手とフランジがある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 継手修理の不良 

・ ガスケットを交換しなかった 

・ フランジのガスケットを交

換する。新しいものを入れる

前に古いガスケットはすべ

てとり外し，傷のないことを

確認する 

・ ボルトの片締め ・ フランジが正しく接続され

るまで，対角の位置が交互に

締められるように均一にボ

ルトを締める 

・ 不適切なガスケットを使用 ・ HFC 冷媒においては材質上

専用のガスケットを使用す

る 

・ 適正なシール剤を使用する 

・ ボルトの締付けのトルク不足 ・ トルクレンチを用いてフラ

ンジボルトの最終の締付け

力を確認する 

⑤ 溶栓と安全弁（高圧保護） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 幅広い温度及び圧力変動は溶融

金属と本体の接着を弱める 

 

・ 高温になる箇所には，できる

だけ溶栓の使用は避ける 

・ 溶栓は適宜，漏えい点検を行

う 

 

・ 圧力を逃がし，圧力が下がった

状態で弁座をセット 

・ 安全弁の弁座を通しての漏れ 

・ 適宜，安全弁出口の漏えい点

検を実施する 

・ 安全弁から漏れている場合

は修理又は交換する 

・ 安全弁にはキャップをして

はならない 

⑥ シャフトシール（開放型圧縮機） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 一般的な経年磨耗 ・ シャフトシールのオイル漏

れを定期的に観察して，シャ

フトシールが摩耗していな

いか点検する 

・ シャフトシールからのオイル漏

れ 

・ 潤滑不良 

・ 油中に溶解したフロンが漏えい

する 

・ 圧縮機を停止してシャフト

シールからの漏えいを点検

する 

・ 新しいシャフトシールの不適切

な組み込み 

・ シャフトの芯出しの不良 

・ シャフトシールを交換する

時は適正なシャフトシール

を使用し，処置要領に従うこ

と 

・ ベアリングの損傷 ・ ベアリングの交換 

  



50 

JRC GL-01:2017 

 

 

漏れ箇所 漏れの原因 対応策 

⑦ シェルアンドチューブ凝縮器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 管内を循環する水が適切に処理

されていない場合は，腐食が生

じる 

・ 薬液注入装置など適当な腐食

防止装置が装備されているこ

とを確かめる 

・ 管板の腐食 ・ 定期的に水室を開放して点検

する 

・ 管内の腐食は目に見えないため漏

えい位置を特定するのは難しい 

 

・ 腐食状態の定期検査 

渦流探傷検査・内視鏡検査 

・ 定期的なメンテナンスと監視 

・ 管束で漏えいが生じた場合，

漏れた管のみを交換するだけ

でなく，他の管も同様の状態

にある可能性が高いので注意

する 

⑧ 空冷凝縮器 

 

 

 

 

 

 

・ 腐食の発生 ・ フィン列にオイルの染み出て

いる兆候はないかチェックす

る 

・ 空気の流れの中に異物が含まれる

ことによる衝撃損傷 

 

・ 凝縮器を交換する時，海岸

など塩害環境で使用される

場合等，使用環境に注意し

て選定すること 

・ 振動による管束固定部の破損 ・ バランスが取れていないファ

ンは修理か交換する 

・ 常に凝縮器は水平に設置する 

⑨ 圧力スイッチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 振動により圧力スイッチの継手

部分が外れるか，または圧力スイ

ッチが損傷する 

・ 圧力スイッチの継手部が他の

部分や他の振動面と擦れてい

ないことを確認する 

・ 圧力スイッチの圧力検知管がこ

すれている 

・ 圧力スイッチへの振動伝播

が最小となるように圧力ス

イッチを取り付ける 

・ 振動か流体の脈動によるスイッ

チベローズの破損 

・ できれば二重ベロースイッ 

チを使用する 

・ 圧力スイッチのフレア接続の不

良 

 

・ 銅管が使われているところで

は圧力スイッチにフレアアダ

プタを用いる（図 5.１参照） 

・ 圧力スイッチ本体の支持または

固定の仕方の不良 

・ 圧力スイッチが正しく支持ま

たは固定されていることを確

認する 

・ 圧力スイッチの内部を常に漏

えい点検する（運転中の場合

は，感電に注意する） 
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漏れ箇所 漏れの原因 対応策 

⑩ O リング，ガスケット 

O リング，ガスケットはサイトグ

ラス，電磁弁，シャフトシールなど

に広く使われている 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 高温または低温にさらされた場

合，損耗，膨潤，硬化，扁平化

する 

・ 形状の変化や柔軟性を点検

する 

・ 既存の O リングを再使用しな

い 

・ 装着する前に冷凍機油をシ

ール面に塗布する（メーカ標

準に従う） 

・ メーカ標準に従って，装着前

に必要によりシール剤を塗

布する 

・ 冷媒を転換（レトロフィット）

した場合，新オイルに適合せず

漏れを生じる 

・ 交換したガスケットがシス

テムのオイルと冷媒に適合

していることを確認する 

⑪ キャピラリチューブ 

（圧力連結部と膨張装置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 不確実な固定なためこすれ等に

よりキャピラリチューブを損傷 

・ キャピラリチューブ接続部の振

動による過大応力またはろう付け

不良 

・ 保護用スパイラルチューブ

や結束バンド等で固定する 

・ 振動対策を取る 

・ キャピラリチューブの交換 

⑫ 蒸発器と凝縮器のＵベンド部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 蒸発器または空冷凝縮器のＵベ

ンド（曲管）部における化学作用

による腐食 

・ 熱交換器のＵベンド部分は肉厚

が薄くなっているため，腐食によ

り比較的短期間に漏えいに至る 

・ Ｕベンドのリーク検査は十

分に行うこと 

・ 蒸発器や凝縮器の U ベンド

部から漏れを生じやすい時

は，コーティングされている

か電気メッキされた熱交換

器など損傷を受けにくい材

質を持ったものと交換する 

・ 厳しい環境（塩害や酸性雰囲気）

では損傷が加速され漏えいに至る 

・ 雰囲気が厳しい場合の例として，

食品工場などでサラダなどが塩素

水で洗浄されている場合や酢が生

産されている場合，また設置場所

が海岸に近い場合などがある 

・ 化学洗浄を行ったときは，確

実に中和処理を行った上で，

地方条例に従って適切に処

理する 
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表 E.2 漏えい事例の分類マップ 
 

※ 原因の冷媒・油の劣化は，経年劣化及び水分，空気などの混入によるコンタミ 

 

  

漏えい箇所 漏えい事例の例示 

原      因 

振 

動 

・ 

圧 

力 

腐 

食 

熱 

影 

響 

液 

ハ 

ン 

マ

・ 

流 

体 

力 

冷 

媒

・ 

油 

の 

劣 

化 

※ 

計 

画

・ 

設 

計 

施 

工 

不 

良 

保 

守 

不 

良 

設 

置 

環 

境 

設 

備 

管 

理 

1 ③フレア継手 

・継手部の緩み・亀裂 

（締め過ぎ，締め不足，使用工具） 
✓  ✓ ✓   ✓ ✓   

・規格外部品の使用 

・不適切なオイル塗布 
     ✓ ✓ ✓   

2 
④機械継手とフラン

ジ 

・ボルトの片締め 

・不適切なガスケットの使用 

・補修作業の不備 

✓  ✓   ✓ ✓ ✓   

3 
⑩O リング，ガスケッ

ト（バルブ類など） 
・シール部の劣化 (摺動，経年劣化) ✓  ✓ ✓ ✓   ✓   

4 ⑥シャフトシール 
・経年摩耗 

・潤滑，芯だしの不備 
✓    ✓  ✓ ✓   

5 
⑪キャピラリチューブ 

冷媒配管 

・部材の選定不備 （材質，サイズなど）    ✓ ✓ ✓ ✓    

・ろう付けの欠陥      ✓ ✓    

・機器・配管支持不備 

・キズ，こすれ保護不足 
✓  ✓   ✓ ✓ ✓   

・強度不足，安全率の不足 ✓ ✓  ✓  ✓     

・気密，検査上の確認不足       ✓   ✓ 

・配管支持部の緩み ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓   

・ろう付け・溶接部の疲労 ✓ ✓   ✓    ✓  

・摩耗損傷 ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

・防湿シール部損傷  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

・保温材劣化  ✓ ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ 

・漏えい部位の補修不備       ✓ ✓   

・類似箇所の損傷        ✓  ✓ 

6 
➆熱交換器伝熱管 

⑫コイルＵベント部 

・ろう付け・溶接部の疲労 ✓ ✓   ✓    ✓  

・摩耗損傷 ✓   ✓ ✓ ✓  ✓   

・伝熱管の穴あき ✓ ✓   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

・漏えい部位の補修不備       ✓ ✓   

・凝縮器フィンの劣化  ✓    ✓  ✓ ✓  

・類似箇所の損傷        ✓  ✓ 

7 ⑨圧力スイッチ類 
・検知チューブの破損（こすれ，キズ） 

・ベロー部の損傷 
✓    ✓ ✓ ✓ ✓   

8 ⑤溶栓 ・溶融金属の溶融，接着部の劣化 ✓  ✓   ✓  ✓   
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フロン排出抑制法第 43条 廃棄等実施者による，回収依頼書又は委託確認書の交付 

チェックリスト（http://www.rrc.net.jp 参照） 

屋内・屋外区分，設置スペース，換気，運転電源の有無 

設置場所，種類，台数，フロン充塡量，サービスポートの有無等 

回収フロンの種類，回収能力（g/min） 

容器の種類，容量，本数，刻印（有効期限） 

ゲージマニホールド，チャージングホース，工具の選定，発電機，トランス等 

空ボンベは，単体でー0.1MPaまで完全排気 

不具合の有無，過充塡防止機構の作動 

油中溶け込み・寝込み・低温凝縮フロン等のガス化促進 

低圧側ガスを高圧側に移送・液化 

電圧・容量の適合確認，アース接続，漏電遮断器の設置等 

パッケージエアコン，ショーケース，小型冷凍冷蔵機器，チリングユニット 

高圧ターボ，低圧ターボ等 

真空ポンプ接続又は自動排気 ON 

真空保持によるホース接続部，フレア部等の漏れの確認 

回収蔵置の電源と使用電源の電圧・電流容量の確認 

回収装置排熱の確保，フロン漏えい時の酸欠防止 

液状回収・ガス状回収・液ガス同時回収の選択 

圧力計の表示，容器温度等 

過充塡保護，過充塡防止機構の作動，満液ランプ点灯 

基準圧力は，回収装置停止後，一定時間保持して確認 

系統内の残留フロンを，セルフクリーニング機能等により容器に回収 

ゲージマニホールド，チャージングホース等接続部の取り外し 

引取証明書，再生証明書，破壊証明書等の交付・送付・回付等 

フロン排出抑制法第 39条，第 46条 

高圧ガス保安法容器規則を遵守 

フロン排出抑制法第 50条のただし書（充塡回収業者による再生） 

第一種フロン類再生業者（国の許可） 

フロン類破壊業者（国の許可） 

フロン類を再生又は破壊する者に確実に引き渡す者として都道府県知事が認めた者 

JRC GL-01 附属書 F 
 

冷媒回収の作業手順 
F.1 機器廃棄時の回収フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rrc.net.jp/


54 

JRC GL-01:2017 

 

 

管理者による整備の依頼 

チェックリスト（http://www.rrc.net.jp 参照） 

屋内・屋外区分，設置スペース，換気，運転電源の有無 

設置場所，種類，台数，フロン充塡量，サービスポートの有無等 

回収フロンの種類，回収能力（g/min） 

容器の種類，容量，本数，刻印（有効期限） 

ゲージマニホールド，チャージングホース，工具の選定，発電機，トランス等 

空ボンベは，単体でー0.1MPaまで完全排気 

不具合の有無，過充塡防止機構の作動 

油中溶け込み・寝込み・低温凝縮フロン等のガス化促進 

低圧側ガスを高圧側に移送・液化 

電圧・容量の適合確認，アース接続，漏電遮断器の設置等 

真空ポンプ接続又は自動排気 ON 

真空保持によるホース接続部，フレア部等の漏れの確認 

回収蔵置の電源と使用電源の電圧・電流容量の確認 

回収装置排熱の確保，フロン漏えい時の酸欠防止 

液状回収・ガス状回収・液ガス同時回収の選択 

圧力計の表示，容器温度等 

過充塡保護，過充塡防止機構の作動，満液ランプ点灯 

基準圧力は，回収装置停止後，一定時間保持して確認 

系統内の残留フロンを，セルフクリーニング機能等により容器に回収 

ゲージマニホールド，チャージングホース等接続部の取り外し 

回収証明書，充塡証明書，再生証明書，破壊証明書等の交付・送付・回付等 

フロン排出抑制法第 39条，第 46条 

高圧ガス保安法容器規則を遵守 

フロン排出抑制法第 50条のただし書（充塡回収業者による再生） 

フロン類破壊業者（国の許可） 

フロン類を再生又は破壊する者に確実に引き渡す者として都道府県知事が認めた者 

第一種フロン類再生業者（国の許可） 

F.2 機器整備時の回収フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パッケージエアコン，ショーケース，小型冷凍冷蔵機器，チリングユニット 

高圧ターボ，低圧ターボ等 

http://www.rrc.net.jp/
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図 F.1 ビル用パッケージの回収時接続例 

F.3 一般事項 

a) 回収作業にあたっては，高圧ガス保安法及びフロン排出抑制法を遵守すること。 

b) 告示 139 号に定める製造者等が自己認証した回収装置を使用すること。 

c) 回収装置の専用容器へ回収すること。（専用容器以外への回収は、製造届が必要となる） 

d) 着脱容器（1ℓ以下を除く。）は，高圧ガス保安法の容器保安規則の適用を受ける。 

e) 回収作業は，フロン排出抑制法の「回収の基準」を遵守すること。 

f) 機器廃棄時の回収は，行程管理制度に従って，「回収依頼書」，「委託確認書」，「再委託確認書」，

引取証明書」等の交付，回付，送付等を行う。 

g) 整備時の回収は，回収終了後 30日以内（情報処理センターを利用の場合は 20日以内）に，

充塡回収業者は「回収証明書」の交付を行う。 

h) 回収作業は，十分な知見を有する者が自ら行うか立ち合うこと。 

i) 冷媒回収作業は，作業中のフロン放出防止に万全の配慮をするとともに，対象施設毎の手順

書に従って行い，回収容器が過充塡にならないようにすること。 

j) 回収作業中は常時 1名以上で監視し，回収量はデジタルスケールで計測する。 

k) ゲージマニホールド,チャージングホース,チャージ口用パッキンは，使用冷媒に適した専用

の器具を準備する。 

l) 回収量は，点検記録簿に記入する。（電子データを含む） 

 

F.4 冷媒回収接続例 
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JRC GL-01 附属書 G 

冷媒充塡の作業手順 

G.1 設置時充塡手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フロン排出抑制法第 37条 3項「充塡の基準」 

フロンの種類，台数，充塡量等，サイフォン管の有無 

設置場所，種類，台数，フロン充塡量，配管長・配管径等の確認 

ゲージマニホールド，デジタルスケール，チャージングホース等 

附属書 C（加圧漏えい試験，真空検査，気密検査）参照 

異種冷媒の充塡禁止 

初期充塡量＝工場出荷時充塡量＋設置時充塡量 

製品別充塡作業手順を参照 

ゲージマニホールド，チャージングホース等接続部の取り外し 

附属書 D（定期点検の手順）参照 

附属書 D.5.4（運転診断）参照 

充塡証明書の交付 
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附属書 D.5.4（運転診断）参照 

G.2 整備時回収充塡手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フロン排出抑制法第 37条 3項「充塡の基準」第 44条 2項「回収の基準」 

フロンの種類，台数，充塡量等，サイフォン管の有無 

設置場所，種類，台数，フロン充塡量，サービスポートの有無等 

充塡済冷凍機油の種類，容量，品質 

回収冷媒を再利用の場合は，回収装置の潤滑油との整合性 

回収フロンの種類，回収の能力（g/min） 

回収冷媒を再利用の場合は，容器の洗浄が必要 

装置の点検・修理，冷媒専用機，再生機能，セルフクリーニング機能， 

システム漏えい点検，間接法，直説法 

附属書 C（加圧漏えい試験，真空試験） 

附属書 F（冷媒回収の作業手順） 

本ガイドライン 7項（漏えい修理に関わる要求事項） 

種類，容量，本数，刻印（有効期限の確認）等 

ゲージマニホールド，チャージングホース，工具，発電機，トランス等 

漏えい点検記録簿で確認  初期充塡量＝工場出荷時充塡量＋設置時充塡量 

異種冷媒の充塡禁止 

初期充塡手順を参照 

ゲージマニホールド，チャージングホース等接続部の取り外し 

回収証明書・充塡証明書の交付 

破壊証明書・再生証明書の交付，回付，送付 

附属書 D（定期点検の手順）参照 
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G.3 一般事項 

a) 充塡作業にあたっては，高圧ガス保安法を遵守すること。 

b) 充塡作業は，冷媒フロン類取扱儀儒者等の十分な知見を有する者が自ら行うか立ち合うこと。 

c) 充塡作業は，フロン排出抑制法の「充塡の基準」を遵守すること。 

d) 指定以外の冷媒を使用しない。 

指定された冷媒と異なる冷媒を封入すると，機械的不具合，誤作動・故障の原因になり，場

合により安全確保に重大な障害をもたらす恐れがある。 

e) 冷媒充塡作業は，作業中のフロン放出防止に万全の配慮をするとともに，対象施設毎の手順

書に従って冷媒フロン類取扱技術者が自ら行うか又は作業に立ち会い，過充塡にならないよ

う適正量を封入する。 

f) 充塡適正量は，初期充塡量，漏えい点検記録簿の充塡履歴を精査し決定する。充塡作業中は

常時 1 名以上で監視し，充塡量はデジタルスケールで計測する。充塡の際チャージングシリン

ダーは使用しない。 

g) ゲージマニホールド,チャージングホース，チャージ口用パッキンは，使用冷媒に適した専用

の器具を準備する。（JRA GL-14 附属書 B 参照） 

h) 逆流防止なしの真空ポンプは，真空ポンプの潤滑油（鉱油）が逆流し，合成油と混合してコ

ンタミの原因になるので使用しない。 

i) 冷媒充塡後，対象施設を負荷運転し正常なことを確認する。 

j) 充塡量は，点検記録簿に記入する。（電子データを含む） 
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G.4 製品別充塡作業手順の例示 

G.4.1 製品別充塡作業手順の例示（ビル用パッケージエアコン） 

a) 真空引きを行う。真空引きの手順については JRC GL-01 附属書 C を参照すること。 

b) 気密の確認を行う。 

c) 使用冷媒の種別を確認する。種別はボンベの色や刻印で確認できる。 

d) 参考：R404A 橙色 R407C 茶色 R410A 桃色 

e) 冷媒ボンベはサイフォン管付きとする。 

f) 初期充塡量を確認する。 

g) デジタルスケールを準備する。 

h) 冷媒ボンベの重量を測定し記録する。 

i) 使用冷媒に合わせたゲージマニホールドを準備し，接続する。 

j) 各所のバルブを開く。 

k) 規定量を充塡する。 

l) 充塡終了後，各所のバルブを閉める。 

m) 機器のサービスポートのキャップを閉め，漏えい確認を行う。 

n) 冷媒の追加充塡量を日付とともに記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 G.1 ビル用パッケージエアコンの充塡時接続例 
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図 G.2 ショーケースの充塡時接続例 

G.4.2 製品別充塡作業手順の例示（別置型ショーケース，中・小型冷凍冷蔵庫） 

a) 真空引きの手順については JRC GL-01 附属書 C を参照すること。 

b) 気密の確認を行う。 

c) 使用冷媒の種別を確認する。種別はボンベの色や刻印で確認する。 

d) 参考：R404A 橙色 R407C 茶色 R410A 桃色 

e) 冷媒ボンベはサイフォン管付きとする。 

f) 初期充塡量を確認する。 

g) デジタルスケールを準備する。 

h) 冷媒ボンベの重量を測定し記録する。 

i) 使用冷媒に合わせたゲージマニホールドを準備し，接続する。 

j) 圧縮機を起動可能な状態にしておく。 

k) 圧縮機が停止した状態で受液器の液出口阻止弁を全閉にしてサービスポートから液相で冷

媒を封入する。 

l) 低圧側の圧力が運転 ON 設定値まで上昇すると圧縮機が起動するので液出口阻止弁を閉じ

た状態で冷媒を封入する。 

m) ポンプダウンの状態で冷媒封入量の設定値まで封入したらボンベのバルブを全閉にして受

液器の液出口阻止弁を全開にして圧縮機を運転する。 

n) 運転を継続し庫内温度が所定の温度まで下がり圧力が安定した状態で，液配管のサイトグラ

スにフラッシュガスが発生しなければ充塡を完了する。 

o) 外気温度や配管の全長など必要に応じて冷媒を追加封入する。 

p) 追加封入する場合で，圧縮機のサクション側から封入する場合は，液冷媒をミスト状にして

封入する。（セーフティチャージャなどを使用する） 

q) 過充塡にならないようポンプダウン運転することを確認する。 

r) 充塡が終了したらサービスポートのキャップを閉め，漏えい確認を行ない充塡を完了する。 

s) 冷媒の追加封入量を日付とともに記録する。 
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図 G.3 チリングユニットの充塡時接続例 

G.4.3 製品別充塡作業手順の例示（チリングユニット：空冷小型） 

a) 機器が停止状態であることを確認する。 

b) 水熱交換器の水抜き，または，ポンプ運転による水循環を行う。（凍結防止） 

c) 初期充塡量を確認する。 

d) デジタルスケールを準備する。 

e) 冷媒ボンベの重量（冷媒量）を測定記録する。 

f) ゲージマニホールドのバルブが全閉であることを確認し，サービスポートに接続する。 

g) 冷媒ボンベとチャージホースを接続する。 

h) 圧縮機を起動可能な状態にしておく。 

i) ゲージマニホールドの高圧側バルブを開け液相で冷媒を封入する。 

j) 機内圧とボンベ圧が同圧となり封入できない場合は圧縮機を起動し，規定量を封入する。 

k) 水熱交換器を復旧し，冷水が所定の温度まで下がることを確認する。 

l) 充塡が終了したらサービスポートのキャップを閉め，漏えい確認を行ない充塡を完了する。 

 

＊ 修理に際し，凝縮器・受液器（レシバタンク）等が付属している機器は可能な限りポンプダウンによる冷媒

回収を行う。 
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フロン類充塡に係る検討会 

主 査 瀬下 裕 （東京） 委 員 南雲 誠 事務局 

委 員 鳥波 益男 （静岡） 〃 大沢 勉 〃 

〃 美濃山 貞敏 （東京） 〃 坂口 正友 〃 

〃 松田 憲兒 （日冷工） 〃 河西 詞朗 〃 
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